
建設 工事請負契約条項

(総 則 )

第 1条  発 注者 (契 約 書 に定 める 「甲」 の者 をい う。 以下 同 じ。)と 受注者

(契 約書 に定 め る 「乙」 の者 をい う。 以下 同 じ。)は 、各 々の対等 な立場

にお ける合意 に基づいて、 この建設 工事請負契約 条項 (以 下 「条項」 とい

う。)に よって公 正 な請負契約 を締結 し、信義 に従 って誠 実 に これ を履行

す るもの とす る。

発 注者及び受注者 は、 この契約書 (こ の建設 工事請負 契約条項 を適用 さ

せ る 「契約書 」 をい う。 以 下 同 じ。)に 基づ き、設計 図書 (別 冊 の図面、

仕様 書 、現場説 明書及 び質 問回答書 をい う。 以下 同 じ。)に 従 い、 日本 国

の法令 を遵守 し、 この契約 (こ の契約書及び設計 図書 を内容 とす る工事 の

請負契約 をい う。以下同 じ。)を 履行 しなけれ ばな らない。

2 受注者 は、 この契約書記載 の工事 を この契約書記載 の工期 内に完成 し、

工事 目的物 を発 注者 に 引 き渡す もの と し、発 注者 は、 そ の請負 代金 を支

払 うもの とす る。

3 仮設 、施 工方 法 そ の他 工事 目的物 を完成 す るた め に必 要 な一切 の手段

(以 下 「施 工方法等」 とい う。)に つ いては、 この契約 書及び設 計 図書 に

特別 の定 めがある場合 を除 き、受注者 がその責任 において定 める。

4 受 注者 は、 この契約 の履 行 に関 して知 り得 た秘密 を漏 ら して は な らな

い 。

5 この契約書 に定める請求、通知、報告、 申出、承諾及び解 除は、書面

により行わなければな らない。

6 この契約 の履行 に関 して発注者 と受注者 との間で用い る言語 は、 日本

語 とす る。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本 円とす る。
8 この契約 の履行 に関 して発注者 と受注者 との間で用いる計量単位 は、

設計図書 に特別の定めがある場合 を除き、計量法 (平 成 4年 法律第 51

万)に 定めるところによるもの とす る。

9 この契約書及び設計図書 における期間の定めについては、民法 (明 治
29年 法律第 89号 )及 び商法 (明 治 32年 法律第 48号 )の 定めると

ころによるもの とす る。
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10 この契約 は、 日本 国の法令 に準拠す るもの とす る。

11 この契約 に係 る訴訟 につ いては、 日本 国の裁 判所 を もって合意 に よる

専属的管轄裁判所 とす る。

12 受 注者 が共 同企 業体 の場合 には、受 注者 は、共 同企 業体協 定書 に よ り

この契約 書記載 の工事 を共 同連帯 して請 け負 うもの とし、 当該 工事 に係 る

共 同企業体協定書 の写 しを この契約書 に添付す るもの とす る。

受 注者 が共 同企 業 体 の場 合 にお い て は、発 注者 は、 この契約 に基 づ く

全 て の行 為 を共 同企 業 体 の代 表者 に対 して行 うもの と し、発 注者 が 当該

代 表者 に対 して行 った この契約 に基 づ く全 て の行 為 は、 当該 企 業体 の全

て の構 成 員 に対 して行 った もの とみ な し、 ま た 、受 注者 は、発 注者 に対

して行 うこの契約 に基 づ く全 て の行 為 につ い て 当該 代表 者 を通 じて行 わ

なけれ ばな らない。

(関 連 工事 の調整 )

第 2条  発 注者 は、 この契約 に基 づ き受 注者 の施 工す る工事及 び発 注者 の

発 注 に係 る第 二者 の施 工す る他 の工事 が施 工上密接 に関連 す る場 合 にお

い て必 要 が あ る ときは、そ の施 工 につ き調整 を行 うもの とす る。 この場

合 にお い て は、受 注者 は、発 注者 の調整 に従 い 、 当該 第 二者 の行 う工事

の 円滑な施 工 に協力 しなけれ ばな らない。

(請 負代金 内訳書及び工程表 )

第 3条  受 注者 は、 この契約 締 結 後 14日 以 内 に設 計 図書 に基 づ い て、請

負代金 内訳書 (以 下 「内訳書」 とい う。)及 び工程表 を作成 し、発 注者 に

提 出 しなけれ ばな らない。

2 内訳 書 には、健 康保 険 、厚 生年金保 険及 び雇 用保 険 に係 る法 定福利 費

を明示す るもの とす る。

3 内訳書及び工程表 は、発 注者及び受注者 を拘束す るものではない。

(契 約 の保証 )

第 4条  受 注者 は、 この契約 の締 結 と同時 に、次 のいずれ か に掲 げ る保 証

を付 さな けれ ばな らない。 た だ し、第 5号 の場合 にお いて は、履行保 証

保 険契約 の締 結後 、直 ちにそ の保 険証 券 を発 注者 に寄託 しな けれ は な ら

ない。

(1)契 約保証金 の納付
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(2)契 約保証金 に代 わ る担保 とな る有価証券等 の提供

(3)こ の契約 に よる債 務 の不履行 に よ り生ず る損 害金 の支払 を保 証す る

銀 行 、発 注者 が確 実 と認 め る金融機 関又 は保 証 事 業会社 (公 共 工事 の

前 払金保 証 事 業 に関す る法律 (昭 和 27年 法律 第 184号 )第 2条 第

4項 に規 定す る保証事業会社 をい う。以下 同 じ。)の 保証

(4)こ の契約 に よる債 務 の履行 を保 証す る公 共 工事 履 行保 証 証券 に よる

保証

(5)こ の契約 に よる債務 の不履行 に よ り生ず る損 害 をて ん補 す る履行保

証保 険契約 の締結

2 前項 の保 証 に係 る契約保 証金 の額 、保 証金 額 又 は保 険金額 (第 5項 に

お いて 「保証 の額」 とい う。)は 、請負 代金額 の 10分 の 1以 上 と しな け

れ ばな らない。

3 受 注者 が、第 1項 第 3号 か ら第 5号 まで のいず れ か に掲 げ る保 証 を付

す 場合 は、 当該保 証 は第 57条 第 3項 各 号 に規 定す る者 に よる契約 の解

除の場合 につ いて も保証す るものでなけれ ばな らない。

4 受 注者 が、第 1項 第 2号 又 は第 3号 に掲 げ る保 証 を付 した ときは、 当

該保 証 は契約 保 証金 に代 わ る担保 の提 供 と して行 われ た もの と し、 同項

第 4号 又 は第 5号 に掲 げ る保 証 を付 した ときは、契 約保 証金 の納 付 を免

除す る。

4 請 負 代金 額 の変 更 が あ った場合 には、保 証 の額 が変 更後 の請負 代金 額

の 10分 の 1に 達 す るまで 、発 注者 は保 証 の額 の増 額 を請 求す る こ とが

で き、受注者 は保証 の額 の減額 を請求す ることができる。

第 4条 の 2 受 注者 は、 この契約 の締結 と同時 に、 この契約 に よる債務 の

履行 を保 証す る公 共 工事履行保 証証券 に よる保 証 (引 き渡 した工事 目的

物 が種類 又 は品質 に関 して契約 の 内容 に適 合 しない もの (以 下 「契約 不

適合 」 とい う。)で あ る場合 において 当該契約不適合 を保証す る特約 を付

した ものに限 る。)を 付 さなけれ ばな らない。

2 前項 の場 合 にお いて、保 証 金額 は、請負 代金 額 の 10分 の 3以 上 と し

なけれ ばな らない。

3 第 1項 の規 定 に よ り受 注者 が付す保 証 は、第 57条 第 3項 各 号 に規 定

す る契約 の解 除の場合 につ いて も保証す るものでなけれ ばな らない。
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4 請 負 代金 額 の変 更 が あった場 合 には、保 証金 額 が変 更後 の請負 代金額

の 10分 の 3に 達す るまで 、発 注者 は保 証金 額 の増 額 を請 求す る こ とが

で き、受注者 は保証金額 の減額 を請求す るこ とができ る。

(権利義務 の譲渡等 )

第 5条  受注者 は、 この契約 に よ り生ず る権利 又 は義務 を第二者 に譲渡 し、

又 は承継 させ ては な らない。 た だ し、 あ らか じめ発 注者 の承諾 を得 た場

合 は この限 りでない。

2 受 注者 は、工事 目的物及 び 工事材 料 (工 場 製 品 を含 む。 以 下 同 じ。 )の

うち第 13条 第 2項 の規 定 に よる検 査 に合 格 した もの及 び第 40条 第 3

項 の規 定 に よる部 分払 のた めの確認 を受 けた もの並 び に工事仮設 物 を第

二者 に譲 渡 し、貸 与 し、又 は抵 当権 そ の他 の担 保 の 目的 に供 して はな ら

ない。 ただ し、あ らか じめ発注者 の承諾 を得 た場合 は この限 りでない。

3 受 注者 が前 払金 の使 用や 部 分払等 に よって もなお この契約 の 目的物 に

係 る工事 の施 工 に必要 な資金 が不足す る こ とを疎 明 した ときは、発 注者

は、特段 の理 由が あ る場合 を除 き、受 注者 の請負 代金 債権 の譲渡 につ い

て、第 1項 ただ し書 の承諾 を しなけれ ばな らない。

4 受注者 は、前項 の規定 によ り、第 1項 ただ し書 の承諾 を受 けた場合 は、

請 負代 金債 権 の譲 渡 に よ り得 た資金 を この契約 の 目的物 に係 る工事 の施

工以外 に使 用 して はな らず 、 また 、そ の使 途 を疎 明す る書類 を発 注者 に

提 出 しなけれ ばな らない。

(一 括委任又 は一括 下請負 の禁止 )

第 6条  受 注者 は、工事 の全 部若 しくはそ の主 た る部 分 又 は他 の部 分 か ら

独 立 してそ の機 能 を発揮 す る工作物 の工事 を一括 して第 二者 に委任 し、

又は請 け負 わせ てはな らない。

(下 請負人 )

第 7条  発 注者 は、受 注者 に対 して 、下請負 人 の商号 又 は名 称 そ の他 必要

な事項 の通知 を請求す るこ とができる。

2 受注者 は、次 に掲 げる届 出を していない建設業者 (建 設業法 (昭 和 24

年法律第 100号 )第 2条 第 3項 に定 める建設業者 をいい、当該届 出の義

務 がない者 を除 く。 以下 この条 において 「社会保 険等未加入建設業者」 と

い う。)を 下請負人 としてはな らない。

(1)健 康保 険法 (大 正 11年 法律第 70号 )第 48条 の規定に よる届 出
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(2)厚 生年金保 険法 (昭 和 29年 法律第 115号 )第 27条 の規定 による

届 出

(3)雇 用保 険法 (昭 和 49年 法律第 116号 )第 7条 の規 定に よる届 出

3 前項 の規定 にかかわ らず 、受注者 は、次の各号 に掲 げ る下請負人 の区分

に応 じて、 当該各号 に定 める場合 は、社会保 険等未加入建設業者 を下請負

人 とす るこ とができ る。

(1)受 注者 と直接 下請契約 を締結す る下請負人  次 のいずれ に も該 当す る

場合

ア 当該社会保 険等未加入建設業者 を下請負人 としなけれ ば工事 の施 工

が困難 とな る場合その他 の特別 の事情 があ る と発注者 が認 める場合

イ 発 注者 の指定す る期 間内に、 当該社会保 険等未加 入建設業者 が前項

各号 に掲 げる届 出を し、 当該事 実 を確認す るこ とので きる書類 (以 下

「確認書類 」 とい う。)を 、受注者 が発 注者 に提 出 した場合

(2)前 号 に掲 げる下請負人以外 の下請負人  次のいずれ かに該 当す る場合

ア 当該社会保 険等未加入建設業者 を下請負 人 としな けれ ば工事 の施 工

が困難 とな る場合その他 の特別 な事情 があ る と発注者 が認 める場合

イ 発 注者 が受注者 に対 して確認 書類 の提 出を求 める通知 を した 日か ら

30日 (発 注者 が、受注者 において確認 書類 を当該期 間内に提 出す る

こ とができない相 当の理 由がある と認 め、当該期 間を延長 した ときは、

その延長後 の期 間)以 内に、受注者 が 当該確認書類 を発注者 に提 出 し

た場合

4 受注者 は、次の各号 に掲 げ る場合 は、発注者 の請求 に基づ き、違約罰 (制

裁金 )と して、当該 各号 に定 める額 を発注者 の指定す る期 間内に支払 わな

けれ ばな らない。

(1)社 会保 険等未加 入建設業者 が前項第 1号 に掲 げ る下請負人 である場合

において、同号 ア に定 める特別 の事情 がある と認 め られ なかった とき又

は受注者 が同号イ に定める期 間内に確認書類 を提 出 しなか った ときは、

受注者 が 当該社会保 険等未加入建設業者 と締結 した下請契約 の請負代金

額 (下 請契約締結後 、請負代金額 の変更が あった場合 には、変更後の請

負代金額 )の 10分 の 1に 相 当す る額

(2)社 会保 険等未加 入建設業者 が前項第 2号 に掲 げ る下請負人であ る場合

において、 同号ア に定 める特別 の事情 があ る と認 め られず 、かつ、受 注
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者 が同号イ に定 め る期 間内に確認 書類 を提 出 しなか った ときは、 当該社

会保 険等未加入建設業者 がその注文者 と締結 した下請契約 の請負代金額

(下 請契約締結後 、請負代金額 の変更があった場合 には、変更後 の請負

代金額 )の 100分 の 5に 相 当す る額

(特 許権等 の使用 )

第 8条  受 注者 は、特許権 、実用新 案権 、意 匠権 、商標 権 そ の他 の 日本 国

の法令 に基づ き保護 され る第 二者 の権利 (以 下 「特許 権等」 とい う。)の

対象 とな ってい る工事材 料 、施 工方 法等 を使 用す る ときは、そ の使 用 に

関す る一切 の責任 を負 わ な けれ ばな らない。 た だ し、発 注者 がそ の工事

材 料 、施 工方法等 を指 定 した場 合 にお いて 、設 計 図書 に特許 権 等 の対象

であ る旨の明示 がな く、かつ 、受注者 がその存在 を知 らなかった ときは、

発 注者 は、受 注者 がそ の使 用 に関 して要 した費用 を負 担 しな けれ ば な ら

ない。

(監督官 )

第 9条  発 注者 は、監督官 を定 めた ときは、そ の氏名 を受 注者 に通知 しな

けれ ばな らない。監督官 を変更 した とき も同様 とす る。

2 監督官 は、 この契約 書 の他 の条項 に定 め る もの及 び この契約 書 に基 づ

く発 注者 の権 限 とされ る事 項 の うち発 注者 が必要 と認 めて監督 官 に委任

した もの の ほか、設 計 図書 に定 め る ところに よ り、次 に掲 げ る権 限 を有

す る。

(1)こ の契約 の履 行 につ い て の受 注者 又 は受 注者 の現場 代理 人 に対す る

指示、承諾又 は協議

(2)設 計 図書 に基 づ く工事 の施 工 のた めの詳 細 図等 の作成及 び交付 又 は

受注者 が作成 した詳細図等 の承諾

(3)設 計 図書 に基づ く工程 の管理 、立会 い 、工事 の施 工状況 の検 査 又 は

工事材料 の試験若 しくは検査 (確認 を含む。)

3 発 注者 は、 2名 以 上 の監督官 を定 め、前項 の権 限 を分担 させ た ときに

あ って はそれ ぞれ の監督 官 の有す る権 限 の 内容 を、監督 官 に この契約 書

に基づ く発 注者 の権 限 の一部 を委任 した とき にあって は 当該 委任 した権

限の内容 を、受注者 に通知 しなけれ ばな らない。

4 第 2項 の規 定 に基 づ く監督官 の指示 又 は承諾 は、原則 と して、書 面 に

よ り行 わなけれ ばな らない。
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5 この契約 書 に定 め る請 求 、通知 、報 告 、 申出、承諾 及 び解 除 につ いて

は、設 計 図書 に定 め る もの を除 き、監督 官 を経 由 して行 うもの とす る。

この場 合 にお いて は、監督 官 に到達 した 日を もって発 注者 に到 達 した も

の とみ なす。

(現 場代理人及び主任技術者等 )

第 10条  受 注者 は、次 に掲 げ る者 を定 め、工事 現場 に配 置 し、設 計 図書

に定 め る ところに よ り、そ の氏名 そ の他必 要 な事項 を発 注者 に通知 しな

けれ ばな らない。 これ らの者 を変更 した ときも同様 とす る。

(1)現 場代理人

(2)専 任 の主任 技 術者 (建 設 業法第 26条 第 1項 に規 定す る主任 技術者

をい う。 以 下同 じ。)又 は専任 の監理 技術者 (同 条第 2項 に規 定す る監

理技術者 をい う。以下同 じ。)

(3)専 門技術 者 (建 設 業 法第 26条 の 2に 規 定す る建設 工事 の施 工 の技

術上 の管理 をつ か さどる者 をい う。以下同 じ。)

2 現場代理人 は、 この契約 の履行 に関 し、工事現場 に常駐 し、その運営 、

取締 りを行 うほか 、請負 代金 額 の変 更 、工期 の変 更 、請負 代金 の請 求及

び受領 、第 12条 第 1項 の請 求 の受 取 、 同条 第 3項 の決 定及 び通知 、 同

条第 4項 の請 求 、 同条第 5項 の通知 の受 取 並 び に この契約 の解 除 に係 る

権 限 を除 き、 この契約 に基づ く受 注者 の一切 の権 限 を行使 す る こ とがで

きる。

3 発注者 は、前項 の規定 にかかわ らず 、現場代理人 の工事現場 にお ける運

営、取締 り及び権 限の行使 に支 障がな く、かつ 、発注者 との連絡体制 が確

保 され る と認 めた場合 には、現場代理人 につ いて工事現場 にお ける常駐 を

要 しない こととす るこ とがで きる。

4 受 注者 は、第 2項 の規 定 にかか わ らず 、 自己の有す る権 限 の うち現場

代理人 に委任せず 自ら行使 しよ うとす るものが ある ときは、 あ らか じめ、

当該権 限の内容 を発 注者 に通知 しなけれ ばな らない。

5 現場 代 理 人 、主任 技術 者及 び監理 技術 者 並 び に専 門技術者 は、 これ を

兼ね るこ とがで きる。

(履 行報告 )

第 11条  受 注者 は、設 計 図書 に定 め る ところに よ り、 この契 約 の履行 に

つ いて発 注者 に報告 しなけれ ばな らない。

l-1-7



(工 事 関係者 に関す る措置請求 )

第 12条  発 注者 は、現場 代 理 人 がそ の職 務 (主任 技術 者若 しくは監理 技

術者 又 は専 門技術 者 を兼任 す る現場 代 理人 に あ って は これ らの者 の職 務

を含 む。)の 執行 につ き著 しく不適 当 と認 め られ る ときは、受注者 に対 し

て 、そ の理 由 を明示 した書 面 に よ り、必 要 な措 置 を採 るべ き こ とを請 求

す ることがで きる。

2 発 注者 又 は監督 官 は、主任 技術 者若 しくは監理技 術 者 又 は専 門技術者

(こ れ らの者 と現場代理 人 を兼任す る者 を除 く。)そ の他 受注者 が工事 を

施 工す るた め に使 用 して い る下請負 人 、労働 者 等 で 、 工事 の施 工又 は管

理 につ き著 しく不適 当 と認 め られ るものがあ る ときは、受注者 に対 して、

そ の理 由 を明示 した書 面 に よ り、必要 な措 置 を採 るべ き こ とを請 求す る

こ とがで きる。

3 受 注者 は、前 2項 の規 定 に よる請 求 が あ った ときは、 当該 請 求 に係 る

事 項 につ い て決 定 し、そ の結 果 を請 求 を受 けた 日か ら 10日 以 内 に発 注

者 に通知 しな けれ ばな らない。

4 受 注者 は、監督 官 がそ の職 務 の執行 につ き著 しく不適 当 と認 め られ る

ときは、発 注者 に対 して、そ の理 由 を明示 した書面 に よ り、必 要 な措 置

を採 るべ き こ とを請求す るこ とがで きる。

5 発 注者 は、前項 の規 定 に よる請 求 が あった ときは 、 当該請 求 に係 る事

項 につ いて決 定 し、そ の結果 を請 求 を受 けた 日か ら 10日 以 内 に受 注者

に通知 しなけれ ばな らない。

(工 事材料 の品質及び検査等 )

第 13条  工事材 料 の品質 につ いて は、設 計 図書 に定 め る ところに よる。

設計 図書 にその品質が明示 され ていない場合 にあっては、 中等 の品質 (営

繕 工事 にあつては、均衡 を得 た品質 )を 有す るもの とす る。

2 受 注者 は、設 計 図書 にお いて監督 官 の検 査 (確認 を含 む。 以 下 この条

において同 じ。)を 受 けて使 用すべ き もの と指 定 され た工事材 料 につ いて

は、 当該 検 査 に合 格 した もの を使 用 しな けれ ば な らない。 この場 合 にお

いて、当該検査 に直接要す る費用 は、受注者 の負担 とす る。

3 監督 官 は、受 注者 か ら前項 の検 査 を請 求 され た ときは、請 求 を受 けた

日か ら 7日 以 内に応 じなけれ ばな らない。
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4 受 注者 は、工事現場 内 に搬 入 した工事材 料 を監督 官 の承諾 を受 けない

で工事現場外 に搬 出 してはな らない。

5 受 注者 は、前項 の規 定 にかか わ らず 、第 2項 の検査 の結果 不合格 と決

定 され た 工事材料 につ いて は、 当該 決 定 を受 けた 日か ら 7日 以 内 に工事

現場外 に搬 出 しなけれ ばな らない。

(監 督官 の立会い及び工事記録 の整備等 )

第 14条  受 注者 は、設 計 図書 にお いて監督 官 の立会 い の上調 合 し、又 は

調 合 につ いて見本検 査 を受 け る もの と指 定 され た工事材料 につ い て は、

当該 立会 い を受 けて調 合 し、又 は 当該検査 に合 格 した もの を使 用 しな け

れ ばな らない。

2 受 注者 は、設 計 図書 にお いて監督 官 の立会 い の上施 工す る もの と指 定

され た工事 については、当該 立会 いを受 けて施 工 しな けれ ばな らない。

3 受 注者 は、前 2項 に規 定す るほか、発 注者 が特 に必要 が あ る と認 めて

設 計 図書 にお いて 見本 又 は工事 写真 等 の記 録 を整備 す べ き もの と指 定 し

た工事材 料 の調合 又 は工事 の施 工 をす る ときは、設 計 図書 に定 め る とこ

ろに よ り当該 見本 又 は工事 写真等 の記録 を整備 し、監督官 の請 求 が あっ

た ときは、 当該請求 を受 けた 日か ら 7日 以 内に提 出 しな けれ ばな らない。

4 監督 官 は、受 注者 か ら第 1項 又 は第 2項 の立会 い又 は見本 検 査 を請 求

され た ときは、 当該 請 求 を受 けた 日か ら 7日 以 内 に応 じな けれ ば な らな

5 前項 の場合 にお い て、監督官 が正 当な理 由な く受 注者 の請 求 に 7日 以

内 に応 じな いた め、そ の後 の工程 に支 障 を来す ときは、受 注者 は、監督

官 に通 知 した上 、 当該 立会 い又 は見本検 査 を受 け る こ とな く、工事材 料

を調 合 して使 用 し、又 は工事 を施 工す る こ とが で き る。 この場合 にお い

て 、受 注者 は、 当該 工事材 料 の調合 又 は 当該 工事 の施 工 を適 切 に行 った

こ とを証 す る見本 又 は工事 写 真等 の記 録 を整 備 し、監督 官 の請 求 が あっ

た ときは、 当該請求 を受 けた 日か ら 7日 以 内に提 出 しなけれ ばな らない。

6 第 1項 、第 3項 又 は前項 の場合 にお いて 、見本検 査 又 は見本若 しくは

工事写真等 の記録 の整備 に直接要す る費用 は、受注者 の負担 とす る。

(支 給材料及び貸与品 )

第 15条  発 注者 が受 注者 に支給す る工事材料 (以 下 「支給材料」とい う。)
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及 び貸 与す る建設機 械器 具 (以 下 「貸 与品」 とい う。)の 品名 、数量、 品

質 、規格 又 は性 能 、 引渡場 所 及 び 引渡 時期 は、設計 図書 に定 め る ところ

に よる。

2 監督官 は、支給材 料 又 は貸 与 品 の引渡 しに 当た って は、受 注者 の立会

い の上 、発 注者 の負 担 にお いて 、 当該支 給材 料 又 は貸 与 品 を検 査 しな け

れ ば な らない。 この場 合 にお い て、受 注者 は、 当該 検 査 の結果 、そ の 品

名 、数 量 、 品質又 は規格若 しくは性 能 が設 計 図書 の定 め と異 な り、又 は

使 用 に適 当で ない と認 めた ときは、そ の 旨を直 ちに発 注者 に通 知 しな け

れ ばな らない。

3 受 注者 は、支給材 料 又 は貸 与 品 の 引渡 しを受 けた ときは、 引渡 しの 日

か ら 7日 以 内に、発 注者 に受領書又 は借用書 を提 出 しなけれ ばな らない。

受注者 は発注者 か ら引渡 しを受 けた支給材料又 は貸与品 について、出納及

び保 管 の状況 を明 らかに してお くもの とし、工事 の完成後 、速や か に使用

明細書 を提 出す るもの とす る。

4 受 注者 は 、支給材 料 又 は貸 与 品の 引渡 しを受 けた後 、 当該 支給材 料 又

は貸 与 品 に種 類 、 品質又 は数 量 に関 しこの契約 の内容 に適 合 しない こ と

(第 2項 の検査 に よ り発見す るこ とが困難 で あった もの に限 る。)な どが

あ り使 用 に適 当で ない と認 めた ときは、そ の 旨を直 ちに発 注者 に通知 し

なけれ ばな らない。

5 発 注者 は、受注者 か ら第 2項 後段 又 は前項 の規 定 に よ る通 知 を受 けた

場 合 にお い て必要 が あ る と認 め られ る ときは、 当該 支 給材料 若 しくは貸

与 品 に代 えて他 の支 給材 料 若 しくは貸 与 品 を引 き渡 し、支給材 料若 しく

は貸 与 品 の 品名 、数 量 、 品質若 しくは規格若 しくは性 能 を変 更 し、又 は

理 由 を明示 した書 面 に よ り受 注者 に 当該 支給材 料 若 しくは貸 与 品の使 用

を請求 しなけれ ばな らない。

6 発 注者 は、前項 に規 定す るほか 、必要 が あ る と認 め る ときは、支給材

料 又 は貸 与 品の品名 、数 量 、 品質 、規格若 しくは性 能 、 引渡場 所 又 は引

渡時期 を変更す るこ とがで きる。

7 発 注者 は、前 2項 の場合 にお い て、必要 が あ る と認 め られ る ときは工

期若 しくは請 負代金 額 を変 更 し、又 は受 注者 に損 害 を及 ぼ した ときは必

要 な費用 を負担 しな けれ ばな らない。
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8 受 注者 は、支給材 料及 び貸 与 品 を善 良な管理者 の注意 を もって管理 し

なけれ ばな らない。

9 受 注者 は、設 計 図書 に定 め る ところに よ り、工事 の完成 、設計 図書 の

変 更等 に よって不用 とな った支給材 料 又 は貸 与 品 を発 注者 に返還 しな け

れ ばな らない。

10 受注者 は、故意又 は過失 によ り支給材料又 は貸与品が滅失若 しくはき損

し、又 はそ の返還 が不 可能 とな った ときは、発 注者 の指 定 した期 間 内 に

代 品 を納 め、若 しくは原 状 に復 して返還 し、又 は返還 に代 えて損 害 を賠

償 しなけれ ばな らない。

11 受注者 は、支給材料 又は貸与 品の使用方法 が設計 図書 に明示 され ていな

い ときは、監督官 の指示 に従 わなけれ ばな らない。

(寄 託機械機器 )

第 16条  受注者 は、発 注者 が保有す る据付 けを要す る機械機器 (以 下 「寄

託 品」 とい う。)を 発 注者 か ら寄託 され た ときは、そ の品名 、数 量、引渡

場 所及 び 引渡 時期 につ いて は、設 計 図書 に定 め る ところに よ り監督 官 の

立会 いの上その引渡 しを受 けるもの とす る。

2 受 注者 は、前項 の 引渡 しを受 けた ときは、そ の受領 書 を監督 官 を通 じ

て寄託者 に提 出 しな けれ ばな らない。

3 発 注者 は、必要 が あ る ときは、第 1項 の寄託 品の数 量 、品質 、規 格 、

引渡場所及び 引渡時期 を変更す るこ とができる。

4 発注者 は、前項 の場合 において、必要 があ る と認 め られ る ときは工期若

しくは請負 代金 を変更 し、又 は受注者 に損害 を及 ば した ときは必要 な費用

を負担 しなけれ ばな らない。

5 受 注者 は、 自己の故意 又 は過 失 に よ り寄託 品が滅 失 し、若 しくは き損

し、又 はそ の返還 が不 可能 とな った ときは、発 注者 の指 定 した期 間 内 に

代 品 を納 め、原状 に復 し、又 は損害 を賠償 しなけれ ばな らない。

(工 事用地 の確保等 )

第 17条  発 注者 は、 工事 用地 そ の他設 計 図書 にお いて 定 め られ た工事 の

施 工上必要 な用地 (以 下 「工事用地等」 とい う。)を 受注者 が工事 の施 工

上 必 要 とす る 日 (設 計 図書 に特別 の定 めが あ る ときは、そ の定 め られ た

日)ま で に確保 しなけれ ばな らない。

1-1-11



2 受 注者 は、確保 され た 工事 用 地等 を善 良な管理者 の注意 を もって管理

しなけれ ばな らない。

3 工事 の完成 、設 計 図書 の変 更等 に よつて工事 用地等 が不用 とな った場

合 にお いて、当該 工事用地等 に受注者 が所有 し、又 は管理す る工事材料 、

建設機 械器 具 、仮設 物 そ の他 の物件 (下 請負 人 の所 有 し、又 は管理す る

これ らの物件 を含 む。 以下 この条 にお いて 同 じ。)が あ る ときは、受注者

は、 当該物 件 を撤 去す る と ともに、 当該 工事 用 地等 を修 復 し、取 り片付

けて、発 注者 に明け渡 さなけれ ばな らない。

4 前項 の場合 にお いて 、受 注者 が正 当な理 由な く相 当の期 間 内に 当該 物

件 を撤 去せ ず 、又 は工事 用 地 等 の修 復若 しくは取片付 けを行 わ ない とき

は、発 注者 は、受 注者 に代 わ って 当該物件 を処分 し、工事 用 地等 の修復

若 しくは取片付 けを行 うこ とがで きる。 この場合 においては、受注者 は、

発 注者 の処 分 又 は修 復若 しくは取片付 けにつ いて異議 を 申 し出 る こ とが

で きず 、 ま た、発 注者 の処 分 又 は修 復若 しくは取片付 けに要 した費 用 を

負担 しなけれ ばな らない。

5 第 3項 に規 定す る受 注者 の採 るべ き措 置 の期 限、方 法等 につ い て は、

発注者 が受注者 の意見 を聴 いて定 める。

(設 計図書不適合 の場合 の改造義務 、破壊検査等 )

第 18条  受 注者 は、工事 の施 工部 分 が設 計 図書 に適 合 しない場合 にお い

て 、監督 官 がその改 造 を請 求 した ときは、 当該 請 求 に従 わ な けれ ばな ら

ない。 この場 合 にお いて 、 当該 不適 合 が監督 官 の指 示 そ の他 発 注者 の責

め に帰す べ き事 由に よる ときは、発 注者 は、必 要 が あ る と認 め られ る と

きは工期若 しくは請 負代金 額 を変 更 し、又 は受 注者 に損 害 を及 ぼ した と

きは必要 な費用 を負担 しなけれ ばな らない。

2 監督官 は、受 注者 が第 13条 第 2項 又 は第 14条 第 1項 か ら第 3項 ま

で の規 定 に違反 した場合 にお いて 、必要 が あ る と認 め られ る ときは、工

事 の施 工部分 を破壊 して検査す るこ とができる。

3 前項 に規 定す るほか、監督 官 は、工事 の施 工部分 が設 計 図書 に適 合 し

ない と認 め られ る相 当の理 由が あ る場合 にお い て、必要 が あ る と認 め ら

れ る ときは、 当該 相 当の理 由 を受 注者 に通 知 して、工事 の施 工部 分 を必

要最小限度破壊 して検査す るこ とがで きる。
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4 前 2項 の場 合 にお いて、検査及 び復 旧に直接 要す る費 用 は受 注者 の負

担 とす る。

(条 件変更等 )

第 19条  受 注者 は、工事 の施 工 に 当た り、次 のいず れ か に該 当す る事 実

を発 見 した ときは 、そ の 旨を直 ちに監督 官 に通 知 し、そ の確認 を請 求 し

なけれ ばな らない。

(1)図 面 、仕 様 書 、現場説 明書及 び現場説 明 に対す る質 問回答 書 が一致

しない こ と (こ れ らの優先順位 が定 め られ てい る場合 を除 く。)。

(2)設 計 図書 に誤 り又 は脱漏 があること。

(3)設 計 図書 の表示 が明確 でない こ と。

(4)工 事現場 の形状 、地質 、湧 水 等 の状態 、施 工上 の制約等設 計 図書 に

示 され た 自然 的又 は人為 的 な施 工条件 と実 際 の工事 現 場 が一致 しない

(5)設 計 図書 で明示 され てい ない施 工条件 につ いて予期 す る こ とので き

ない特別 の状態 が生 じた こ と。

監督 官 は、前項 の規 定 に よる確認 を請 求 され た とき又 は 自 ら同項 各 号

に掲 げ る事 実 を発 見 した ときは、受 注者 の立会 いの上 、直 ちに調 査 を行

わ な けれ ば な らない。 ただ し、受 注者 が立会 い に応 じない場 合 には、受

注者 の立会い を得ず に行 うこ とがで きる。

発 注者 は、受注者 の意 見 を聴 いて 、調 査 の結果 (こ れ に対 して採 るベ

き措 置 を指 示す る必要 が ある ときは、 当該指示 を含 む。)を 取 りま とめ、

調査 の終 了後 14日 以 内に、受注者 に通知 しなけれ ばな らない。 ただ し、

そ の期 間 内 に通知 で きないや む を得 ない理 由が あ る ときは、 あ らか じめ

受注者 の意 見 を聴 いた上、当該期 間を延長す ることがで きる。

発 注者 は 、前項 の調 査 の結 果 にお いて第 1項 の事 実 が確認 され た場合

にお いて 、必 要 が あ る と認 め られ る ときは、第 1項 第 1号 か ら第 3号 ま

でのいずれ かに該 当 し設計 図書 を訂正す る必要が あ るもの又 は同項第 4号

又 は第 5号 に該 当 し設計図書 を変更す る場合 で工事 目的物 の変更 を伴 うも

のは発 注者 が行 わなけれ ばな らない。 ただ し、同項第 4号 又は第 5号 に該

当 し設 計 図書 を変更す る場合 で工事 目的物 の変更 を伴 わない ものは発注者

と受注者 とが協議 して発注者 が行 わなけれ ばな らない。

1 前 項 の規 定 に よ り設 計 図書 の訂 正又 は変 更 が行 われ た場 合 にお い て、

こと。

（
∠

∩
６
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Э
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発 注者 は、必 要 が あ る と認 め られ る ときは工期若 しくは請負 代金額 を変

更 し、又 は受 注者 に損 害 を及 ぼ した ときは必 要 な費 用 を負担 しな けれ ば

な らない。

(設 計図書 の変更 )

第 20条  発 注者 は 、前 条第 4項 に規 定す る場合 の ほか 、必 要 が あ る と認

め る ときは 、設 計 図書 の変 更 内容 を受 注者 に通知 して 、設 計 図書 を変更

す る こ とが で きる。 この場 合 にお い て、発 注者 は、必 要 が あ る と認 め ら

れ る ときは工期若 しくは請 負 代金額 を変更 し、又 は受 注者 に損 害 を及 ば

した ときは必要な費用 を負担 しなけれ ばな らない。

(工 事 の中止 )

第 21条  工事 用地等 の確保 がで きない等 のた め又 は暴 風 、豪 雨 、洪 水 、

高潮 、地 震 、地す べ り、落盤 、火 災 、騒 乱 、暴動 そ の他 の 自然 的又 は人

為 的 な事象 (以 下 「天 災等」 とい う。)で あって受注者 の責 めに帰す こ と

が で きない もの に よ り工事 目的物 等 に損 害 を生 じ若 しくは工事現場 の状

態 が変動 した た め受 注者 が 工事 を施 工で きない と認 め られ る ときは、発

注者 は、工事 の 中止 内容 を直 ちに受 注者 に通 知 して 、工事 の全部 又 は一

部 の施 工 を一時 中止 させ なけれ ばな らない。

2 発 注者 は、前項 の規 定 に よるほか、必要 が あ る と認 め る ときは、工事

の 中止 内容 を受 注者 に通知 して、工事 の全 部 又 は一 部 の施 工 を一 時 中止

させ るこ とができる。

3 発 注者 は、前 2項 の規 定 に よ り工事 の施 工 を一 時 中止 させ た場合 にお

いて、必要があ る と認 め られ る ときは工期若 しくは請負代金額 を変更 し、

又 は受 注者 が 工事 の続 行 に備 え工事 現場 を維 持 し、若 しくは労働 者 、建

設機械器 具等 を保 持 す るた めの費用 そ の他 の工事 の施 工 の一 時 中止 に伴

う増加 費 用 を必要 と し、若 しくは受 注者 に損 害 を及 ば した ときは必要 な

費用 を負担 しなけれ ばな らない。

(著 しく短 い工期の禁止 )

第 22条  発 注者 は、 工期 の延 長 又 は短縮 を行 うときは、 この工事 に従 事

す る者 の労働 時 間そ の他 の労働 条件 が適 正 に確保 され る よ う、や む を得

ない事 由に よ り工事 等 の実施 が 困難 で あ る と見込 まれ る 日数 等 を考慮 し

なけれ ばな らない。
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(受 注者 の請求 に よる工期 の延長 )

第 23条  受 注者 は、天候 の不 良、第 2条 の規 定 に基 づ く関連 工事 の調 整
へ の協力 そ の他 受 注者 の責 め に帰す る こ とが で きない事 由に よ り工期 内

に工事 を完成 す る こ とがで きない ときは、そ の理 由 を明示 した書 面 に よ

り、発注者 に工期 の延長変更 を請求す ることがで きる。

2 発注者 は、前項 の規定 に よる請求 があった場合 において、必要 が ある と

認 め られ る ときは、工期 を延長 しなけれ ばな らない。発注者 は、そ の工期

の延長 が発 注者 の責 めに帰すべ き事 由に よる場合 においては、請負代金額

について必要 と認 め られ る変更 を行 い、又は受注者 に損害 を及 ぼ した とき

は必要 な費用 を負担 しなけれ ばな らない。

(発 注者 の請求 による工期 の短縮等 )

第 24条  発注者 は、特別 の理 由に よ り工期 を短縮す る必要 がある ときは、

工期 の短縮変更 を受 注者 に請求す るこ とがで きる。

2 発 注者 は、前項 の場合 にお いて 、必 要 が あ る と認 め られ る ときは請負

代金 額 を変 更 し、又 は受 注者 に損 害 を及 ぼ した ときは必 要 な費用 を負 担

しなけれ ばな らない。

(工 期 の変更方法 )

第 25条  工期 の変更 につ い て は、発 注者 と受 注者 とが協議 して定 め る。

た だ し、協議 開始 の 日か ら 14日 以 内 に協議 が整 わ ない場合 には、発 注

者 が定 め、受注者 に通知す る。

2 前項 の協議 開始 の 日につ いては、発注者 が受注者 の意 見 を聴 いて定 め、

受 注者 に通 知す る もの とす る。 ただ し、発 注者 が工期 の変 更事 由が生 じ

た 日 (第 23条 の場合 にあっては、発注者 が工期変更 の請求 を受 けた 日、

前 条 の場 合 に あって は 、受 注者 が工期 変更 の請 求 を受 けた 日)か ら 7日

以 内 に協議 開始 の 日を通 知 しない場 合 には、受 注者 は、協議 開始 の 日を

定 め、発注者 に通知す るこ とができる。

(請 負代金額 の変更方法等 )

第 26条  請 負 代金額 の変 更 につ い て は、発 注者 と受 注者 とが協議 して定

める。 ただ し、協議 開始 の 日か ら 14日 以 内に協議 が整 わない場合 には、

発 注者 が定め、受注者 に通知す る。

2 前項 の協議 開始 の 日については、発注者 が受注者 の意 見 を聴 いて定 め、

受 注者 に通 知す る もの とす る。 ただ し、請負 代 金額 の変更事 由が生 じた
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日か ら 7日 以 内 に協議 開始 の 日を通 知 しな い場 合 には、受 注者 は、協議

開始 の 日を定 め、発注者 に通知す るこ とがで きる。

3 この契約 書 の規 定 に よ り、受 注者 が増加 費用 を必 要 とした場合 又 は損

害 を受 けた場合 に発 注者 が負 担す る必 要 な費 用 の額 につ い て は、発 注者

と受注者 とが協議 して定め る。

(賃 金又 は物価 の変動 に基づ く請負代金額 の変更 )

第 27条  発 注者又 は受注者 は、工期 内 に 日本 国 内 にお け る賃金 水 準又 は

物価 水 準 の変動 に よ り請 負 代 金額 が不適 当 とな った と認 めた ときは、相

手方 に対 して請負代金額 の変更 を請求す ることがで きる。

2 発 注者 又 は受注者 は、前項 の規 定 に よる請 求 が あ った ときは、変動 前

残 工事代 金 額 (請 負 代金 額 か ら当該 請 求 時 の 出来形 部 分 に相応 す る請負

代金額 を控 除 した額 をい う。 以 下同 じ。)と 変動後残 工事代金額 (変 動 後

の賃金 又 は物価 を基礎 と して算 出 した変動 前残 工事 代 金額 に相応 す る額

をい う。 以 下同 じ。)と の差額 の うち変動前残 工事代金額 の 1, 000分

の 15を 超 え る額 につ き、請負代金額 の変更 に応 じなけれ ばな らない。

3 変動 前残 工事代 金 額及 び変動 後残 工事代金 額 は、請 求 の あ った 日を基

準 と し、物価 指数 等 に基づ き発 注者 と受 注者 とが協議 して定 め る。 た だ

し、協議 開始 の 日か ら 14日 以 内 に協議 が整 わ ない場 合 に あって は、発

注者 が定 め、受注者 に通知す る。

4 第 1項 の規 定 に よる請 求 は、 この条 の規 定 に よ り請負 代金 額 の変 更 を

行 った後再度行 うこ とがで きる。

5 特別 な要 因 に よ り工期 内 に主要 な工事材 料 の 日本 国 内 にお け る価 格 に

著 しい変動 を生 じ、請 負代金 額 が不適 当 とな った ときは、発 注者 又 は受

注者 は、前 各項 の規 定 に よるほか、請 負代 金 額 の変 更 を請 求 す る こ とが

で きる。

6 予 期す る こ とので きない特別 の事 情 に よ り、工期 内 に 日本 国 内 にお い

て急激 なイ ンフ レー シ ョン又 はデ フ レー シ ョンを生 じ、請負 代金額 が著

しく不適 当 となった ときは、発 注者 又 は受 注者 は、前 各項 の規 定 にかか

わ らず 、請負代金額 の変更 を請求す ることがで きる。

7 前 2項 の場合 にお いて 、請 負代 金 額 の変 更額 につ いて は、発 注者 と受

注者 とが協議 して定 め る。 ただ し、協議 開始 の 日か ら 14日 以 内 に協議
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が整 わない場合 にあっては、発注者 が定 め、受注者 に通知す る。

8 第 3項 及 び前項 の協議 開始 の 日につ いて は、発 注者 が受注者 の意 見 を

聴 いて定 め、受 注者 に通知 しな けれ ばな らない。 た だ し、発 注者 が第 1

項 、第 5項 又 は第 6項 の請 求 を行 った 日又 は受 けた 日か ら 7日 以 内 に協

議 開始 の 日を通知 しない場合 には、受 注者 は、協議 開始 の 日を定 め、発

注者 に通知す るこ とがで きる。

(臨機 の措置 )

第 28条  受 注者 は、災害 防止 等 のた め必要 が あ る と認 め る ときは、臨機

の措 置 を採 らな けれ ばな らない。 この場合 にお いて 、必要 が あ る と認 め

る ときは、受注者 は、あ らか じめ監督官 の意見 を聴 かなけれ ばな らない。

ただ し、緊急やむ を得 ない事情 がある ときは、 この限 りでない。

2 前項 の場 合 にお い て は、受 注者 は、 その採 った措 置 の 内容 を監督 官 に

直 ちに通知 しなけれ ばな らない。

3 監督 官 は、災害 防止 そ の他 工事 の施 工上 特 に必要 が あ る と認 め る とき

は、受注者 に対 して臨機 の措置 を採 るこ とを請求す るこ とがで きる。

4 受 注者 が第 1項 又 は前項 の規 定 に よ り臨機 の措 置 を採 った場 合 にお い

て 、 当該措 置 に要 した費用 の うち、受 注者 が請負 代金 額 の範 囲 内 にお い

て負 担 す る こ とが適 当で ない と認 め られ る部 分 につ い て は、発 注者 が負

担す る。

(一 般 的損害 )

第 29条  工事 目的物 の引渡 し前 に、工事 目的物 又 は工事材 料 につ いて生

じた損 害 そ の他 工事 の施 工 に関 して生 じた損 害 (次 条 第 1項若 しくは第

2項 又 は第 31条 第 1項 に規 定す る損 害 を除 く。)に つ いては、受注者 が

そ の費用 を負 担 す る。 ただ し、そ の損 害 (第 60条 第 1項 の規 定 に よ り

付 され た保 険等 に よ りてん補 され た部分 を除 く。)の うち発 注者 の責 めに

帰すべ き事 由によ り生 じた ものにつ いては、発注者 が負担す る。

(第 二者 に及 ば した損 害 )

第 30条  工事 の施 工 につ い て第 二者 に損 害 を及 ぼ した ときは、受 注者 が

そ の損 害 を賠 償 しな けれ ばな らない。 ただ し、そ の損 害 (第 60条 第 1

項 の規 定 に よ り付 され た保 険等 に よ りて ん補 され た部 分 を除 く。 以 下 こ

の条 にお いて 同 じ。)の うち発 注者 の責 めに帰す べ き事 由に よ り生 じた も
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のについては、発注者 が負担す る。

2 前項 の規 定 にか か わ らず 、 工事 の施 工 に伴 い通 常避 け るこ とがで きな

い騒 音 、振 動 、地盤 沈 下 、地 下水 の断絶等 の理 由に よ り第 二者 に損 害 を

及 ば した ときは、発 注者 がその損害 を負担 しなけれ ばな らない。 ただ し、

そ の損 害 の うち工事 の施 工 につ き受 注者 が善 良 な管理者 の注意義務 を怠

った こ とによ り生 じた ものについては、受注者 が負担す る。

3 前 2項 の場合 そ の他 工事 の施 工 につ いて第 二者 との 間 に紛 争 を生 じた

場合 にお い て は、発 注者 及 び受 注者 は協力 してそ の処理解 決 に 当た る も

の とす る。

(不 可抗力 に よる損害 )

第 31条  工事 目的物 の引渡 し前 に、天 災等 (設 計 図書 で基 準 を定 めた も

の にあっては、 当該基 準 を超 え るもの に限 る。)で発 注者 と受 注者 のいず

れ の責 め に も帰す る こ とが で きない もの (以 下 この条 にお い て 「不 可抗

力 」 とい う。)に よ り、工事 目的物 、仮設物 又 は工事現場 に搬 入 済み の工

事材 料若 しくは建設機 械器 具 に損 害 が生 じた ときは 、受 注者 は、そ の事

実 の発生後直 ちにそ の状況 を発注者 に通知 しなけれ ばな らない。

2 発注者 は、前項 の規定 に よる通知 を受 けた ときは、直 ちに調査 を行 い、

同項 の損 害 (受 注者 が善 良 な管理者 の注意 義務 を怠 った こ とに基 づ くも

の及 び第 60条 第 1項 の規 定 に よ り付 され た保 険等 に よ りて ん補 され た

部分 を除 く。 以 下 この条 におい て 「損 害」 とい う。)の 状況 を確認 し、そ

の結果 を受注者 に通知 しなけれ ばな らない。

3 受 注者 は、前項 の規 定 に よ り損 害 の状況 が確 認 され た ときは、損 害 に

よる費用 の負担 を発注者 に請求す ることがで きる。

4 発 注者 は、前項 の規 定 に よ り受 注者 か ら損 害 に よ る費用 の負 担 の請 求

が あ った ときは、 当該 損 害 の額 (工 事 目的物 、仮設 物 、工事 現場 に搬入

済 み の工事材 料若 しくは建設機 械器 具 で あ って第 13条 第 2項 、第 14

条 第 1項若 しくは第 2項 又 は第 40条 第 3項 の規 定 に よる検 査 、 立会 い

そ の他 受 注者 の工事 に関す る記 録等 に よ り確 認 す る こ とがで き る もの に

係 る額 に限 る。)及 び 当該損 害 の取片付 けに要す る費用 の額 の合 計額 (第

6項 にお いて 「損 害合計額 」 とい う。)の うち請負代金額 の 100分 の 1

を超 える額 を負担 しなけれ ばな らない。
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5 損 害 の額 は、次 に掲 げ る損 害 につ き、それ ぞれ 当該 各 号 に定 め る とこ

ろに よ り、算 定す る。

(1)工 事 目的物 に関す る損 害

損 害 を受 けた 工事 目的物 に相応 す る請 負 代金額 と し、残 存価 値 が あ

る場合 にはその評価額 を差 し引いた額 とす る。

(2)工 事材料 に関す る損害

損 害 を受 けた工事材 料 で通 常妥 当 と認 め られ る もの に相 応す る請負

代 金 額 と し、残 存価 値 が あ る場 合 にはそ の評 価額 を差 し引いた額 とす

る。

(3)仮 設物 又は建設機械器 具 に関す る損害

損 害 を受 けた仮設物 又 は建設機 械器 具 で通 常妥 当 と認 め られ る もの

につ い て、 当該 工事 で償 却 す る こ とと して い る償却 費 の額 か ら損 害 を

受 けた時点 にお け る工事 目的物 に相 応す る償 却 費 の額 を差 し引いた額

とす る。 た だ し、修 繕 に よ りそ の機 能 を回復す る こ とがで き、 かつ 、

修繕 費 の額 が上記 の額 よ り少 額 で あ る もの につ いて は、そ の修 繕 費 の

額 とす る。

6 数 次 にわ た る不 可抗 力 に よ り損 害合 計額 が累積 した場合 にお け る第 2

次 以 降 の不 可抗 力 に よる損 害合 計額 の負担 につ いて は、第 4項 中 「当該

損 害 の額 」 とあるのは 「損害 の額 の累計」 と、「当該損 害 の取片付 けに要

す る費用 の額 」 とあ るの は 「損 害 の取 片付 けに要す る費用 の額 の累計 」

と、「請負 代金額 の 100分 の 1を 超 え る額 」 とあ るのは 「請負 代金額 の

100分 の 1を 超 え る額 か ら既 に負 担 した額 を差 し引いた額 」 とみ な し

て同項 の規定 を適用す る。

(請 負代金額 の変更 に代 える設計図書 の変更 )

第 32条  発 注者 は、第 8条 、第 15条 、第 16条 、第 18条 か ら第 21

条 まで 、第 23条 、第 24条 、第 27条 か ら第 29条 まで、前 条又 は第

35条 の規 定 に よ り請負 代金 額 を増額 すべ き場 合又 は費用 を負 担 す べ き

場 合 にお いて 、特別 の理 由が あ る ときは、請 負 代金額 の増額 又 は負担額

の全 部 又 は一部 に代 えて設 計 図書 を変 更す る こ とがで き る。 この場合 に

お い て、設 計 図書 の変 更 内容 は発 注者 と受 注者 とが協議 して 定 め る。 た

だ し、協議 開始 の 日か ら 14日 以 内 に協議 が整 わない場合 には、発 注者
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が定 め、受注者 に通知す る。

2 前項 の協議 開始 の 日につ いては、発注者が受注者 の意 見 を聴 いて定 め、

受 注者 に通 知 しな けれ ば な らない。 ただ し、発 注者 が 同項 の請負 代金 額

を増 額す べ き事 由又 は費 用 を負 担す べ き事 由が生 じた 日か ら 7日 以 内 に

協議 開始 の 日を通 知 しない場 合 には 、受 注者 は、協議 開始 の 日を定 め、

発 注者 に通知す るこ とがで き る。

(検 査及び 引渡 し)

第 33条  受 注者 は、工事 を完成 した ときは、そ の 旨を発 注者 に通 知 しな

けれ ばな らない。

2 発 注者 又 は発 注者 が検 査 を行 う者 と して定 めた職 員 (以 下 「検 査 官」

とい う。)は 、前項 の規定 に よる通 知 を受 けた ときは、通知 を受 けた 日か

ら起算 して 14日 以 内 に受 注者 の立会 いの上 、設 計 図書 に定 め る ところ

に よ り、 工事 の完成 を確認 す るた めの検 査 を完 了 し、 当該検 査 の結果 を

受 注者 に通 知 しな けれ ばな らない。 この場合 にお い て 、発 注者 又 は検 査

官 は、必要 が あ る と認 め られ る ときは、そ の理 由を受 注者 に通 知 して、

工事 目的物 を必要最小 限度破壊 して検査す るこ とがで きる。

3 前項 の場 合 にお い て、検 査又 は復 旧に直接 要す る費用 は受 注者 の負 担

とす る。

4 発 注者 は、第 2項 の検査 に よつて工事 の完成 を確認 した後 、受 注者 が

工事 目的物 の 引渡 しを 申 し出た とき は、直 ちに 当該 工事 目的物 の 引渡 し

を受 けなけれ ばな らない。

5 発 注者 は、受注者 が前項 の 申出 を行 わ ない ときは、 当該 工事 目的物 の

引渡 しを請負 代金 の支払 の完 了 と同時 に行 うこ とを請 求す る こ とがで き

る。 この場 合 にお いて は、受 注者 は 、 当該 請 求 に直 ちに応 じな けれ ばな

らない。

6 受 注者 は、工事 が第 2項 の検 査 に合格 しない ときは 、直 ちに修 補 して

発 注者 の検 査 を受 けな けれ ば な らない。 この場 合 にお いて は、修補 の完

了 を工事 の完成 とみ な して前各項 の規 定 を適 用す る。

(請 負代金 の支払 )

第 34条  受 注者 は、前条 第 2項 の検査 に合格 した ときは、請 負 代 金 の支

払 を請求す る ことがで きる。
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2 発 注者 は、前項 の規 定 に よる請 求 が あった ときは、請 求 を受 けた 日か

ら起算 して 40日 以 内に請負代金 を支払 わなけれ ばな らない。

3 発 注者 がそ の責 め に帰す べ き理 由に よ り前 条第 2項 の期 間 内に検 査 を

しない ときは、そ の期 限 を経過 した 日か ら検 査 した 日までの期 間の 日数

は、前項 の期 間 (以 下 この項 にお いて 「約 定期 間」 とい う。)の 日数 か ら

差 し引 くもの とす る。 この場 合 にお いて、 そ の遅延 日数 が約 定期 間 の 日

数 を超 え る ときは、約 定期 間 は、遅 延 日数 が約 定期 間 の 日数 を超 えた 日

において満 了 した もの とみ なす。

(部 分使用 )

第 35条  発 注者 は、第 33条 第 4項 又 は第 5項 の規 定 に よる引渡 し前 に

お い て も、受 注者 の承諾 を得 て工事 目的物 の全部 又 は一部 を使 用す る こ

とがで きる。

2 前項 の場合 にお い て は、発 注者 は、そ の使 用部 分 を善 良 な管理 者 の注

意 をもって使用 しなけれ ばな らない。

3 発 注者 は、第 1項 の規 定 に よ り工事 目的物 の全部 又 は一部 を使 用 した

こ とに よつて受 注者 に損 害 を及 ば した ときは、必要 な費用 を負 担 しな け

れ ばな らない。

(中 間検査 )

第 36条  発 注者 は、必 要 が あ る と認 め る ときは、工事施 工の途 中にお い

て、発注者 の指定す る出来形部分 につ いて検査 を行 うこ とがで きる。

(前 金払 )

第 37条  この契約 において前金払 の特約 を した場合 には、受注者 は、保証

事 業 会社 と、 この契約 書記 載 の工事 完 成 の時期 を保 証期 限 とす る公共 工

事 の前払金 保 証事 業 に関す る法律 第 2条 第 5項 に規 定す る保 証契約 (以

下 「保 証契約 」 とい う。)を 締 結 し、そ の保 証証 書 を発 注者 に寄託 して、

請負代金額 の 10分 の 4以 内の前払金 の支払 を発 注者 に請求す るこ とがで

きる。

2 発注者 は、前項 の規定 に よる請求 があった ときは、請求 を受 けた 日か ら

起算 して 14日 以 内に前払金 を支払 わなけれ ばな らない。

3 受注者 は、第 1項 の規定 に よ り前払金 の支払 を受 けた後 、保証事業会社

と中間前払金 に関 し、 この契約書記載 の工事完成 の時期 を保証期 限 とす る

保 証契約 を締結 し、その保証証書 を発注者 に寄託 して、請負代金額 の 10
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分 の 2以 内の中間前払金 の支払 を発注者 に請求す るこ とがで きる。 この場

合 においては、前項 の規定 を準用す る。

4 受 注者 は、前項 の規 定 に よ り中間前払 金 の支払 を請 求 しよ うとす る と

きは、 あ らか じめ、発 注者 又 は発 注者 の指 定す る者 の 中間前金払 に係 る

認 定 を受 けな けれ ば な らない。 この場合 にお い て、発 注者 又 は発 注者 の

指 定す る者 は、受 注者 の請 求 が あった ときは、直 ちに認 定 を行 い 、 当該

認 定の結果 を受注者 に通知 しなけれ ばな らない。

5 受注者 は、請負代金額 が著 しく増額 され た場合 においては、その増額後

の請負代金額 の 10分 の 4(第 3項 の規 定に よ り中間前払金 の支払 を受 け

てい る ときは 10分 の 6)か ら受領 済みの前払金額 (同 項 の規定 に よ り中

間前払金 の支払 を受 けてい る ときは、 当該 中間前払金 の額 を含む。 以下 こ

の条か ら第 39条 まで、第 43条 、第 52条 及び第 56条 において同 じ。)

を差 し引いた額 に相 当す る額 の範 囲内で前払金 の支払 を請求す るこ とがで

きる。 この場合 にお いては、第 2項 の規定 を準用す る。

6 受注者 は、請負代金額 が著 しく減額 され た場合 において、受領済みの前

払金額 が減額後の請負代金額 の 10分 の 5(第 3項 の規定 に よ り中間前払

金 の支払 を受 けてい る ときは 10分 の 6。 次項 にお いて 同 じ。)を 超 える

ときは、請負代金額 が減額 され た 日か ら 30日 以 内にその超過額 を返還 し

なけれ ばな らない。 ただ し、 この項 の期 間内に第 40条 又は第 41条 の規

定 に よる支払 を しよ うとす る ときは、発注者 は、 この支払額 の 中か らその

超過額 を控除す るこ とがで きる。

7 受注者 は、前項 の期 間内で前払金 の超過額 を返還す る前 に更 に請負代金

額 を増額 した場合 において、増額後 の請負代金額 が減額前 の請負代金額以

上 の額 であ る ときは、その超過額 を返還 しない もの とし、増額後 の請負代

金額 が減額前 の請負代金額未満 の額 である ときは、受領済みの前払金 の額

か らそ の増額後 の請負代金額 の 10分 の 5の 額 を差 し引いた額 を返還 しな

けれ ばな らない。

8 発 注者 は、受注者 が第 6項 の期 間内に超過額 を返還 しなかった ときは、

そ の未 返還 額 につ き、 同項 の期 間 を経 過 した 日か ら返還 す る 日まで の期

間 につ いて 、そ の 日数 に応 じ、政府 契約 の支払 遅延 防止等 に関す る法律

(昭 和 24年 法律 第 256号 )第 8条 第 1項 の規 定 に基づ き財務 大 臣の

定 め る政 府 契約 の支払 遅延 に対す る遅延利 息 の率 を乗 じて計算 した額 の
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遅延利 息の支払 を請求す るこ とがで きる。

(保 証契約 の変更 )

第 38条  受 注者 は、前 条第 5項 の規 定 に よ り受領 済 み の前払 金 に追加 し

て更 に前払 金 の支払 を請 求す る場合 には、 あ らか じめ、保 証 契約 を変更

し、変更後 の保証証書 を発 注者 に寄託 しなけれ ばな らない。

2 受 注者 は、前項 に定 め る場 合 の ほか、請負 代金額 が減 額 され た場 合 に

お い て、保 証 契約 を変 更 した ときは、変 更後 の保 証証 書 を直 ちに発 注者

に寄託 しなけれ ばな らない。

3 受注者 は、前払金額 の変更 を伴 わない工期 の変更が行 われ た場合 には、

発 注者 に代 わ りその 旨を保証事業会社 に直 ちに通知す るもの とす る。

(前 払金 の使 用等 )

第 39条  受 注者 は、前払金 を この工事 の材 料 費 、労務 費 、機 械器 具 の賃

借料 、機 械 購 入 費 (こ の工事 にお い て償去「 され る割 合 に相 当す る額 に限

る。)、 動 力費 、支払運 賃 、修 繕 費 、仮設費 、労働者 災害補 償保 険料及 び

保証料 に相 当す る額 として必要 な経費以外 の支払 に充 当 してはな らない。

(部 分払 )

第 40条  この契約 にお いて部 分払 の特約 を した場 合 には、受 注者 は、工

事 の完成 前 に、 出来形 部分及 び 工事 現場 に搬 入 済み の工事材 料 及 び製 造

工場 等 に あ る工場製 品 (第 13条 第 2項 の規 定 に よ り監督 官 の検 査 を要

す る もの に あって は 当該検 査 に合 格 した もの、監督 官 の検 査 を要 しない

もの にあ って は設 計 図書 で部 分払 の対象 とす る こ とを指 定 した もの に限

る。)に 相応 す る請負 代金相 当額 (以 下第 43条 及び第 44条 において単

に 「請負代金相 当額 」 とい う。)の 10分 の 9以 内の額 につ いて、次項 か

ら第 7項 ま で に定 め る ところに よ り部 分払 を請 求す る こ とが で き る。 た

だ し、 この請求は工期 中 1回 を超 えることがで きない。

2 受 注者 は、部 分払 を請求 しよ うとす る ときは、 あ らか じめ、 当額請 求

に係 る出来形 部分又 は工事 現場 に搬 入済み の工事材 料若 しくは製 造 工場

等 にある工場製 品の確認 を発注者 に請求 しなけれ ばな らない。

3 発 注者 は 、前項 の場合 にお いて 、 当該請 求 を受 けた 日か ら、起算 して

14日 以 内 に、受 注者 の立会 いの上 、設 計 図書 に定 め る ところに よ り、

同項 の確認 をす るた めの検 査 を行 い 、 当該確 認 の結 果 を受 注者 に通知 し
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な けれ ば な らない。 この場 合 にお い て、発 注者 は、必 要 が あ る と認 め ら

れ る ときは、そ の理 由 を受 注者 に通 知 して 、 出来形 部 分 を必 要最 小 限度

破壊 して検査す るこ とがで きる。

4 前 項 の場合 にお いて 、検 査 又 は復 旧に直接 要す る費 用 は受 注者 の負 担

とす る。

5 受 注者 は、第 3項 の規 定 に よる確認 が あった ときは、部分払 を請 求す

る こ とが で き る。 この場合 にお いて 、発 注者 は、 当該 請 求 を受 けた 日か

ら起算 して 14日 以 内に部分払金 を支払 わな けれ ばな らない。

6 部 分払 金 の額 は、次 の式 に よ り算 定す る。 この場 合 にお い て第 1項 の

請 負 代金 相 当額 は、発 注者 と受 注者 とが協議 して定 め る。 た だ し、発 注

者 が第 3項 前段 の通 知 を した 日か ら 10日 以 内 に協議 が整 わ ない場合 に

は、発注者 が定 め、受注者 に通知す る。

部 分払金 の額 ≦第 1項 の請負 代金相 当額 × (9/10-前 払 金額 /請 負

代金額 )

7 第 5項 の規 定 に よ り部分 払金 の支払 が あった後 、再 度部分 払 の請 求 を

す る場 合 にお いて は、第 1項 及 び前 項 中 「請負 代金 相 当額 」 とあ るの は

「請 負代 金 相 当額 か ら既 に部 分払 の対象 とな った請負 代 金相 当額 を控 除

した額」 とす るもの とす る。

(部 分 引渡 し )

第 41条  工事 目的物 につ いて 、発 注者 が設 計 図書 にお いて工事 の完成 に

先 立 って 引渡 しを受 け るべ き こ とを指 定 した部 分 (以 下 「指 定部 分 」 と

い う。)が あ る場合 において、 当該指 定部分 の工事 が完 了 した ときにつ い

て は、第 33条 中 「工事」 とあ るのは 「指定部分 に係 る工事 」 と、「工事

目的物」 とあるのは 「指定部分 に係 る工事 目的物 」 と、同条第 5項 及び第

34条 中 「請負代金 」 とあるのは 「部分 引渡 しに係 る請負代金」 と読み替

えて、 これ らの規定 を準用す る。

2 前項 の規定 に よ り準用 され る第 34条 第 1項 の規定 に よ り請求す るこ と

ので きる部分 引渡 しに係 る請負代金 の額 は、次の式 に よ り算定す る。 この

場 合 にお い て 、指 定部 分 に相応 す る請 負代 金 の額 は、発 注者 と受 注者 と

が協議 して定 め る。 た だ し、発 注者 が前項 の規 定 に よ り準用 す る第 33

条第 2項 の検査 の結果 を通知 した 日か ら 14日 以 内に協議 が整 わない場合

には、発注者 が定 め、受注者 に通知す る。
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部 分 引渡 しに係 る請負代 金 の額 =指 定部分 に相応 す る請負 代金 の額 ×

(1-前 払金額 /請 負代金額 )

(国 庫債務負担行為 に係 る契約 の特則 )

第 42条  国庫債務負担行為 (以 下 「国債」 とい う。)に係 る契約 において、

各会計年度 にお ける請負代金 の支払 の限度額 (以 下「支払 限度額」とい う。)

は、次 の とお りとす る。

年度                円

年度                円

年度                円

2 支払 限度額 に対応す る各会計年度 の出来高予定額 は、次の とお りである。

年度                円

年度                円

年度                円

3 発 注者 は、予算上 の都合 その他 の必要があ る ときは、第 1項 の支払 限度

額及び前項 の出来高予定額 を変更す るこ とがで きる。

4 この条 は、航空 自衛 隊契約担 当官 の行 う契約 については、適用 しない。

(国 債 に係 る契約 の前金払 の特則 )

第 43条  国債 に係 る契約 の前金払 については、第 37条 第 1項 及び第 3項

中 「この契約書記載 の工事完成 の時期」 とあ るのは 「この契約書記載 の工

事 完成 の時期 (最 終 の会 計年 度 以外 の会計年 度 にあって は、各会 計年 度

末 )」 と、 同条及 び第 38条 中 「請負 代金額 」 とあ るのは 「当該会計年度

の出来高予定額 (前 会計年度末 にお ける請負代金相 当額 が前会計年度 まで

の出来高予定額 を超 えた場合 において、 当該会計年度 の当初 に部分払 を し

た ときは、 当該超過 額 を控 除 した額 )」 と読 み替 えて、 これ らの規 定 を準

用す る。 ただ し、 この契約 を締結 した会計年度 (以 下 「契約会計年度」 と

い う。)以 外 の会計年度 にお いては、受 注者 は、予算 の執行 が可能 とな る

時期以前 に前払金 の支払 を請求す ることはで きない。

2 前項 の場合 において、契約会計年度 について前払金 を支払 わない 旨が設

計 図書 に定 め られ てい る ときには、同項 において読み替 えて準用す る第

36条 第 1項 の規定 にかかわ らず、受注者 は、契約会計年度 につ いて前払

金 の支払 を請求す るこ とがで きない。

3 第 1項 の場合 にお いて、契約会計年度 に翌会計年度分 の前払金 を含 めて
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支払 う旨が設計図書 に定 め られ てい る ときには、同項 において読み替 えて

準用す る第 37条 第 1項 の規 定にかかわ らず 、受注者 は、契約会計年度 に

翌会計年度 に支払 うべ き前払金相 当分 (     円以 内)を 含 めて前払

金 の支払 を請求す るこ とがで きる。

4 第 1項 の場合 において、前会計年度末 にお ける請負代金相 当額 が前会計

年度 までの出来高予定額 に達 しない ときには、同項 にお いて読み替 えて準

用す る第 37条 第 1項 の規 定 にかかわ らず、受注者 は、請負代金相 当額 が

前会計年度 までの出来高予定額 に達す るまで 当該会計年度 の前払金 の支払

を請求す るこ とがで きない。

5 第 1項 の場合 にお いて、前会計年度末 にお ける請負代金相 当額 が前会計

年度 までの出来高予定額 に達 しない ときには、そ の額 が 当該 出来高予定額

に達す るまで前払金 の保証期 限を延長す るもの とす る。 この場合 において

は、第 38条 第 3項 の規定 を準用す る。

6 この条 は、航空 自衛 隊契約担 当官 の行 う契約 については、適用 しない。

(国 債 に係 る契約 の部分払 の特則 )

第 44条  国債 に係 る契約 において、前会計年度末 にお ける請負代金相 当額

が前会計年度 までの出来高予定額 を超 えた場合 においては、受注者 は、 当

該会計年度 の当初 に、前会計年度末 にお ける請負代金相 当額 が前会計年度

までの出来高予 定額 を超 えた額 (以 下 「出来 高超過 額 」 とい う。)に つ い

て部分払 を請求す るこ とがで きる。 ただ し、契約会計年度以外 の会計年度

においては、受注者 は、予算 の執行 が可能 とな る時期以前 に部分払 の支払

を請求す るこ とはで きない。 なお、 中間前払金 を選択 した場合 には、出来

高超過額 について部分払 を請求す ることはで きない。

2 この契約 において、前払金 の支払 を受 けてい る場合 の部分払金 の額 につ

いては、第 40条 第 6項及び第 7項 の規定にかかわ らず 、次の式 に よ り算

定す る。

(1)中 間前金払 を選択 しない場合

部分払金 の額 ≦請負代金相 当額 × 9/10-(前 会計年度 までの支払

金額 十当該会計年度 の部分払金額 )一 {請負代金相 当額 ― (前 会計年度

までの出来高予定額 十出来高超過額 )}× 当該 会計年 度前払金額 /当 該

会計年度 の出来高予定額

(2)中 間前金払 を選択 した場合
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部分払金 の額 ≦請負代金相 当額 × 9/10-前 会計年度までの支払金

額 一 (請 負代金相 当額 ―前会計年度 までの出来高予定額 )× (当 該会計

年度前払金額 +当 該会計年度 の中間前払金額 )/当 該会計年度 の出来高

予定額

3 各会計年度 において、部分払 を請求で きる回数 は、次 の とお りとす る。

年度             回

年度             回

年度             回

4 この条 は、航空 自衛 隊契約担 当官 の行 う契約 につ いては、適用 しない。

(第 二者 による代理受領 )

第 45条  受 注者 は、 あ らか じめ、発 注者 の書 面 に よる承認 を得 た場 合 に

限 り、請負 代 金 の全部 又 は一部 の受領 につ き、第二者 を代理 人 とす る こ

とがで きる。

2 発 注者 は、前項 の規 定 に よ り受 注者 が第 二者 を代 理 人 と した場合 にお

い て 、受 注者 の提 出す る支 払請 求書 に当該 第 二者 が受 注者 の代理 人 で あ

る 旨の明記 が な され てい る ときは、 当該 第 二者 に対 して第 34条 (第

41条 にお いて準用す る場合 を含 む。)又 は第 40条 の規 定 に基 づ く支払

を しなけれ ばな らない。

(前 払金等 の不払 に対す る受注者 の工事 中止 )

第 46条  受 注者 は、発 注者 が第 37条 、第 40条 又 は第 41条 にお いて

準用 され る第 34条 の規 定 に基づ く支払 を遅延 し、相 当の期 間 を定 めて

そ の支払 を請 求 した に もかか わ らず 支払 を しない ときは、 工事 の全 部又

は一 部 の施 工 を一 時 中止 す る こ とが で き る。 この場 合 にお い て は、受 注

者 は 、そ の理 由を明示 した書 面 に よ り直 ち にそ の 旨を発 注者 に通 知 しな

けれ ばな らない。

2 発 注者 は、前項 の規 定 に よ り受 注者 が工事 の施 工 を 中止 した場 合 にお

いて、必要がある と認 め られ る ときは工期若 しくは請負代金額 を変更 し、

又 は受 注者 が 工事 の続 行 に備 え工事 現場 を維 持 し若 しくは労働 者 、建設

機 械 器 具等 を保持 す るた めの費 用 そ の他 の 工事 の施 工 の一 時 中止 に伴 う

増加 費 用 を必 要 と し若 しくは受 注者 に損 害 を及 ば した ときは必要 な費用

を負担 しなけれ ばな らない。

(契 約不適合責任 )
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第 47条  発 注者 は、 引 き渡 され た 工事 目的物 が種類 又 は品質 に関 して契

約 の 内容 に適 合 しない もの (以 下 「契約 不適 合 」 とい う。)で あ る とき

は、受 注者 に対 し、 目的物 の修補 又 は代 替物 の 引渡 しに よ る履行 の追 完

を請 求す るこ とがで き る。 ただ し、そ の履行 の追完 に過 分 の費用 を要す

る ときは、発 注者 は履行 の追完 を請求す るこ とがで きない。

第 47条 の 2 発 注者 は、 引 き渡 され た工事 目的物 が契約 不適 合 で あ る と

きは、受 注者 に対 し、 目的物 の修 補 又 は代 替物 の引渡 しに よ る履行 の追

完 を請 求す る こ とがで き る。 ただ し、そ の履行 の追 完 に過 分 の費 用 を要

す る ときは、発 注者 は履行 の追完 を請求す るこ とがで きない。

2 前項 の場合 にお い て、受 注者 は、発 注者 に不相 当な負 担 を課 す る もの

で ない ときは、発 注者 が請 求 した方 法 と異 な る方法 に よる履行 の追完 を

す ることがで きる。

3 第 1項 の場 合 にお い て、発 注者 が相 当の期 間 を定 めて履行 の追 完 の催

告 を し、そ の期 間 内 に履行 の追 完 が ない ときは、発 注者 は、そ の不適合

の程 度 に応 じて代金 の減 額 を請 求す る こ とがで きる。 た だ し、次 の各 号

のいずれ か に該 当す る場 合 は、催 告 をす る こ とな く、直 ちに代金 の減 額

を請求す ることがで きる。

(1)履 行 の追完が不能 で ある とき。

(2)受 注者 が履行 の追完 を拒絶す る意思 を明確 に表示 した とき。

(3)工 事 目的物 の性 質 又 は 当事者 の意 思表 示 に よ り、特 定の 日時又 は一

定 の期 間 内 に履行 しな けれ ば契約 を した 目的 を達 す る こ とがで きない

場 合 にお い て、受 注者 が履行 の追完 を しない でそ の時期 を経過 した と

き。

(4)前 3号 に掲 げ る場合 の ほか、発 注者 が この項 の規 定 に よる催 告 を し

て も履行 の追完 を受 ける見込みがない こ とが明 らかで ある とき。

(発 注者 の任意解 除権 )

第 48条  発 注者 は、工事 が完 成す るまでの 間 は、次 条又 は第 50条 の規

定 に よるほか、必要があ る ときは、 この契約 を解 除す ることがで きる。

2 発 注者 は、前項 の規 定 に よ りこの契約 を解 除 した こ とに よ り受 注者 に

損害 を及 ば した ときは、そ の損害 を賠償 しなけれ ばな らない。

(発注者 の催 告 に よる解 除権 )
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第 49条  発 注者 は、受 注者 が次 の いず れ か に該 当す る ときは、相 当の期

間 を定 めてそ の履行 の催 告 を し、そ の期 間 内 に履行 が ない ときは この契

約 を解 除す る こ とがで き る。 ただ し、そ の期 間 を経過 した時 にお け る債

務 の不履 行 が この契約 及 び取 引上 の社 会 通念 に照 ら して軽微 で あ る とき

は、 この限 りでない。

(1)第 5条 第 4項 に規 定す る書類 を提 出せ ず 、又 は虚 偽 の記 載 を して こ

れ を提 出 した とき。

(2)正 当な理 由が な く、工事 に着 手す べ き期 日を過 ぎて も工事 に着手 し

ない とき。

(3)工 期 内 に工事 を完成 しない とき、又 は工事経過 後相 当の期 間 内 に工

事 を完成す る見込みがない と認 め られ る とき。

(4)第 10条 第 1項第 2号 に掲 げ る者 を配置 しなかった とき。

(5)正 当な理 由な く、第 47条 第 1項 又 は第 47条 の 2第 1項 の履行 の

追完 を しない とき。

(6)前 各号 に掲 げ る場合 のほか、 この契約 に違反 した とき。

(発 注者 の催告 に よ らない解 除権 )

第 50条  発 注者 は、受 注者 が次 の各号 のいず れ か に該 当す る ときは、直

ちに この契約 を解 除す るこ とができる。

(1)第 5条 第 1項 の規定 に違反 して請負代金債権 を譲渡 した とき。

(2)第 5条 第 4項 の規 定 に違 反 して譲 渡 に よ り得 た資金 を当該 工事 の施

工以外 に使用 した とき。

(3)こ の契約 の 目的物 を完成 させ る こ とがで きない こ とが明 らかで あ る

とき。

(4)引 き渡 され た工事 目的物 に契約 不適 合 が あ る場合 にお い て 、そ の不

適 合 が 目的物 を除却 した上 で再 び建設 しな けれ ば、契約 の 目的 を達成

す るこ とがで きない ものである とき。

(5)受 注者 が この契約 の 目的物 の完 成 の債 務 の履行 を拒 絶す る意 思 を明

確 に表示 した とき。

(6)受 注者 の債務 の一部 の履行 が不能 で あ る場 合 又 は受 注者 がそ の債 務

の一部 の履行 を拒 絶す る意 思 を明確 に表 示 した場 合 にお い て、残存 す

る部分 のみでは契約 を した 目的 を達す るこ とがで きない とき。
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(7)契 約 の 目的物 の性 質や 当事者 の意 思表 示 に よ り、特 定 の 同時又 は一

定 の期 間 内 に履行 しな けれ ば契約 を した 目的 を達 す る こ とがで きない

場合 において、受注者 が履行 を しないでその時期 を経過 した とき。

(8)前 各 号 に掲 げ る場合 の ほか 、受 注者 がそ の債務 の履行 をせ ず 、発 注

者 が前 条 の催 告 を して も契約 を した 目的 を達す るの に足 りる履行 が さ

れ る見込みがない こ とが明 らかである とき。

(9)暴 力 団 (暴 力 団員 に よる不 当な行 為 の防止 等 に関す る法律 (平成 3

年 法律 第 77号 )第 2条 第 2号 に規 定す る暴 力 団 をい う。 以 下 この条

にお いて 同 じ。)又 は暴力 団員 (同 法第 2条 第 6号 に規 定す る暴力団員

をい う。 以 下 この条 にお いて 同 じ。)が 経 営 に実質 的 に関与 してい る と

認 め られ る者 に請負代金債権 を譲渡 した とき。

(10)第 53条 又 は第 54条 の規定 に よ らないで この契約 の解 除 を申 し出た

とき。

(11)受 注者 (受 注者 が共 同企業体であ る ときは、その構 成員 のいずれ かの

者 をい う。以下 この号 において同 じ。)が 次のいずれ かに該 当す るとき。

ア 役 員 等 (受 注者 が個 人 で あ る場 合 にはそ の者 を、受 注者 が法 人 で

あ る場 合 にはそ の役 員 又 はそ の支 店若 しくは常 時建設 工事 の請負 契

約 を締結す る事務所 の代表者 をい う。 以 下 この号 において 同 じ。)が

暴力 団員 である と認 め られ る とき。

イ 暴 力 団又 は暴 力 団員 が経 営 に実質 的 に関与 して い る と認 め られ る

とき。

ウ 役 員 等 が 自己、 自社若 しくは第 二者 の不正 の利 益 を図 る 目的又 は

第 二者 に損 害 を加 え る 目的 を もって、暴 力 団又 は暴 力 団員 を利 用す

るな どした と認 め られ る とき。

工  役 員 等 が、暴 力 団又 は暴力 団員 に対 して資金 等 を供 給 し、又 は便

宜 を供 与す るな ど直接 的又 は積 極 的 に暴 力 団 の維 持運 営 に協 力 し、

又 は関与 してい る と認 め られ る とき。

オ  役 員等 が暴力 団又 は暴 力 団員 と社会 的 に非難 され るべ き関係 を有

してい る と認 め られ る とき。

力 下請 契約 、資材 、原材 料 等 の購 入 契約 そ の他 の契約 に 当た り、そ

の相 手 方 がアか らオ まで のいずれ か に該 当す る こ とを知 りなが ら、
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当該者 と契約 を締結 した と認 め られ る とき。

キ 受 注者 が、 ア か らオ まで のいずれ か に該 当す る者 を下請 契約 、資

材 、原材 料 等 の購入 契約 そ の他 の契約 の相 手方 と して いた場合 (カ

に該 当す る場合 を除 く。)に 、発 注者 が受 注者 に対 して 当該契約 の解

除 を求 め、受注者 が これ に従わなかった とき。

(発 注者 の責 めに帰すべ き事 由による場合 の解 除の制 限 )

第 51条  第 49条 各 号又 は前 条各 号 に定 め る場合 が発 注者 の責 めに帰す
べ き事 由 に よる もので あ る ときは、発 注者 は、前 2条 の規 定 に よる契約

の解 除 をす るこ とがで きない。

(公 共工事履行保証証券 による保証 の請求 )

第 52条  第 4条 の 2第 1項 の規 定 に よ りこの契約 に よ る債務 の履行 を保

証す る公 共 工事履行保 証証 券 に よる保 証 が付 され た場 合 にお いて 、受 注

者 が第 49条 各号 又 は第 50条 各号 のいず れ か に該 当す る ときは、発 注

者 は、 当該公 共 工事 履行保 証証 券 の規 定 に基 づ き、保 証 人 に対 して、他

の建設業者 を選定 し、工事 を完成 させ るよ う請求す るこ とがで きる。

2 受 注者 は、前項 の規 定 に よ り保 証 人 が選 定 し発 注者 が適 当 と認 めた建

設 業者 (以 下 「代替履行業者 」 とい う。)か ら発 注者 に対 して、 この契約

に基 づ く次 に定 め る受 注者 の権利 及 び義務 を承継 す る 旨の通 知 が行 われ

た場合 には、代替履行業者 に対 して 当該権利及び義務 を承継 させ る。

(1)請 負 代金 債権 (前 払金 、部分払 金 又 は部分 引渡 しに係 る請負 代金 と

して受注者 に既 に支払 われた もの を除 く。)

(2)工 事完成債務

(3)契 約 不適 合 を保 証 す る債 務 (受 注者 が施 工 した 出来形部 分 の契約 不

適合 に係 るもの を除 く。)

(4)解 除権

(5)そ の他 この契 約 に係 る一切 の権利 及 び義 務 (第 30条 の規 定 に よ り

受 注者 が施 工 した 工事 に 関 して 生 じた第 二 者 へ の損 害賠 償 債 務 を除

く。)

3 発 注者 は、前項 の通知 を代 替履行 業者 か ら受 けた場 合 には、代 替履行

業者 が 同項 各 号 に規 定す る受 注者 の権利 及 び義 務 を承継 す る こ とを承諾

す る。
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4 第 1項 の規 定 に よ る発 注者 の請 求 が あ った場 合 にお い て、 当該 公 共 工

事履行保証証券 の規 定 に基づ き保証人 か ら保証金 が支払 われ た ときには、

この契約 に基 づ い て発 注者 に対 して受 注者 が負 担す る損 害賠 償債務 そ の

他 の費 用 の負 担 に係 る債務 (当 該保 証金 の支払 われ た後 に生 じる違 約金

等 を含む。)は 、当該保証金 の額 を限度 として、消滅す る。

(受 注者 の催告 による解 除権 )

第 53条  受 注者 は、発 注者 が この契約 に違反 した ときは、相 当の期 間 を

定 めてそ の履行 の催 告 を し、そ の期 間 内に履行 が ない ときは、 この契約

を解 除す るこ とがで き る。 ただ し、そ の期 間 を経過 した とき にお け る債

務 の不履行 が この契約 及 び 取 引上 の社 会 通念 に照 ら して軽微 で あ る とき

は、 この限 りでない。

(受 注者 の催告 に よ らない解 除権 )

第 54条  受 注者 は、次 のいずれ か に該 当す る ときは、直 ちに この契約 を

解 除す るこ とができる。

(1)第 20条 の規 定 に よ り設 計 図面 を変 更 した た め請負 代金 額 が 3分 の

2以 上減少 した とき。

(2)第 21条 の規定 に よる工事 の施 工の中止期 間が工期 の 10分 の 5(工

期 の 10分 の 5が 6月 を超 える ときは、 6月 )を 超 えた とき。 ただ し、

中止 が 工事 の一部 のみ の場合 は、そ の一部 を除い た他 の部 分 の工事 が

完 了 した後 3月 を経過 して も、なおその中止 が解 除 され ない とき。

(受 注者 の責 めに帰すべ き事 由による場合 の解除 の制 限 )

第 55条  第 53条 又 は前条 各号 に定 め る場 合 が受注者 の責 めに帰す べ き

事 由に よる もので あ る ときは、受 注者 は、前 2条 の規 定 に よる契 約 の解

除 をす るこ とがで きない。

(解 除に伴 う措置 )

第 56条  発 注者 は、 この契約 が工事 の完成 前 に解 除 され た場 合 にお いて

は、 出来形部 分 を検 査 の上 、 当該 検 査 に合格 した部 分及 び部 分払 の対象

とな った 工事材 料 の引渡 しを受 け る もの と し、 当該 引渡 しを受 けた とき

は、 当該 引渡 しを受 けた 出来形 部 分 に相応 す る請負代 金 を受 注者 に支払

わ な けれ ばな らない。 この場 合 にお い て、発 注者 は、必 要 が あ る と認 め

られ る ときは、そ の理 由を受 注者 に通知 して 、 出来形 部 分 を必要 最小 限

1-1-32



度破壊 して検査す るこ とができ る。

2 前項 の場合 にお い て、検 査又 は復 旧に直接 要す る費用 は、受 注者 の負

担 とす る。

3 第 1項 の場 合 にお いて 、第 37条 (第 43条 にお い て準用 す る場合 を

含 む。)の 規 定 に よる前払金 が あった ときは、 当該前払金 の額 (第 40条

及 び第 44条 の規 定 に よ る部分払 を してい る ときは、そ の部 分払 にお い

て償 去,し た前払金 の額 を控 除 した額 )を 同項 前段 の 出来形 部 分 に相応 す

る請 負代 金額 か ら控 除す る。 この場合 にお い て 、受領 済み の前払 金額 に

なお余剰 が あ る ときは、受 注者 は、解 除が第 49条 、第 50条 又 は次条

第 3項 の規 定 に よる ときに あつて は、そ の余剰 額 に前 払金 の支払 の 日か

ら返還 の 日まで の 日数 に応 じ、政府 契約 の支払 遅延 防止等 に関す る法律

第 8条 第 1項 に規 定す る財 務 大 臣の定 め る遅延利 息 の率 を乗 じて計算 し

た額 の利 息 を付 した額 を、解 除が第 48条 、第 53条 又 は第 54条 の規

定 に よる ときにあ つて は、そ の余剰額 を発 注者 に返還 しな けれ ば な らな

い 。

4 受 注者 は、 この契約 が工事 の完成 前 に解 除 され た場 合 にお いて、支給

材 料及 び寄託 品が あ る ときは、第 1項 の出来形部分 の検査 に合格 した部

分 に使 用 され てい る もの を除 き、発 注者 に返還 しな けれ ばな らない。 こ

の場合 にお い て 、 当該 支給材 料 及 び寄託 品が受 注者 の故意若 しくは過 失

に よ り滅 失若 しくは き損 した とき、又 は 出来形 部分 の検 査 に合 格 しなか

った部 分 に使 用 され てい る ときは、代 品 を納 め、若 しくは原 状 に復 して

返還 し、又 は返還 に代 えてその損害 を賠償 しなけれ ばな らない。

5 受 注者 は、 この契約 が工事 の完 成 前 に解 除 され た場 合 にお いて 、貸 与

品が あ る ときは、 当該貸 与 品 を発 注者 に返還 しな けれ ばな らない。 この

場 合 にお いて 、 当該 貸 与 品が受 注者 の故意 又 は過 失 に よ り滅 失 又 は き損

した ときは、代 品 を納 め、若 しくは原 状 に復 して返還 し、又 は返還 に代

えてその損害 を賠償 しなけれ ばな らない。

6 受 注者 は、 この契約 が工事 の完 成 前 に解 除 され た場 合 にお いて 、工事

用 地等 に受 注者 が所 有 し、又 は管理 す る工事材 料 、建設機 械 器 具 、仮設

物 その他 の物件 (下 請負人 の所有 し、又は管理す るこれ らの物件 を含 む。

以 下 この条 にお いて 同 じ。)が あ る ときは 、受 注者 は、 当該 物件 を撤 去
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す る とともに、工事 用地等 を修復 し、取 り片付 けて 、発 注者 に明 け渡 さ

なけれ ばな らない。

7 前項 の場 合 にお い て、受 注者 が正 当な理 由が な く、相 当の期 間 内 に物

件 を撤 去せ ず 、又 は工事 用 地等 の修復 若 しくは取片付 けを行 わ な い とき

は、発 注者 は 、受 注者 に代 わ って 当該 物件 を処 分 し、工事 用 地等 を修復

若 しくは取片付 けを行 うことができ る。 この場合 において は、受注者 は、

発 注者 の処分又 は修 復若 しくは取片付 けにつ い て異議 を 申 し出 る こ とが

で きず 、 また 、発 注者 の処 分 又 は修 復若 しくは取片付 けに要 した費用 を

負担 しなけれ ばな らない。

8 第 4項 前段 及 び第 5項 前段 に規 定す る受 注者 の採 るべ き措 置 の期 限 、

方 法 等 につ いて は、 この契 約 の解 除 が第 49条 、第 50条 又 は次 条第 3

項 の規 定 に よる ときは発 注者 が定 め、第 48条 、第 53条 又 は第 54条

の規 定 に よる ときは、受 注者 が発 注者 の意 見 を聴 い て定 め る もの と し、

第 4項 後段 、第 5項 後段 及 び第 6項 に規 定す る受 注者 の採 るべ き措 置 の

期 限 、方 法等 につ い て は、発 注者 が受 注者 の意 見 を聴 いて定 め る もの と

す る。

9 工事 の完成 後 に この契約 が解 除 され た場 合 は、解 除 に伴 い生 じる事項

の処理 につ い て は発 注者及 び受 注者 が民法 の規 定 に従 って協議 して決 め

る。

(発 注者 の損害賠償請求等 )

第 57条  発 注者 は、受 注者 が次 の各 号 のいずれ か に該 当す る ときは、 こ

れ に よつて生 じた損害の賠償 を請求す るこ とがで きる。

(1)工 期 内に工事 を完成す るこ とがで きない とき。

(2)こ の工事 目的物 に契約 不適合 がある とき。

(3)第 49条 又 は第 50条 の規 定 に よ り、工事 目的物 の完成 後 に この契

約 が解 除 された とき。

(4)前 3号 に掲 げ る場合 のほか、債務 の本 旨に従 った履行 を しない とき、

又 は債務 の履行 が不能 であ る とき。

2 次 の各 号 のいず れ か に該 当す る ときは、前 項 の損 害賠 償 に代 えて 、受

注者 は、請負 代 金額 の 10分 の 1に 相 当す る額 を違 約 金 と して発 注者 の

指 定す る期 間内に支払 わなけれ ばな らない。
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(1)第 49条 又 は第 50条 の規 定 に よ り工事 目的物 の完成前 に この契約

が解 除 され た とき。

(2)工 事 目的物 の完成前 に、受 注者 がそ の債 務 の履行 を拒否 し、又 は、

受 注者 の責 めに帰 すべ き事 由に よつて受 注者 の債務 につ い て履行 不能

となった とき。

3 次 に掲 げ る者 が この契約 を解 除 した場合 は、前項第 2号 に該 当す る場

合 とみ なす。

(1)受 注者 につ いて破 産手続 開始 の決 定が あった場 合 にお いて 、破 産法

(平 成 16年 法律 第 75号 )第 74条 第 1項 の規 定 に よ り選任 され た

破 産管財人

(2)受 注者 につ い て更生 手続 開始 の決 定 が あ った場 合 にお い て、会社 更

生法 (平 成 14年 法律 第 154号 )第 67条 第 1項 の規 定 に よ り選任

され た管財人

(3)受 注者 につ い て再 生手続 開始 の決 定が あった場 合 におい て 、民事 再

生法 (平 成 11年 法律 第 225号 )第 2条 第 2項 の規 定 に よ り選任 さ

れ た再生債務者等

4 第 1項 各 号又 は第 2項 各号 に定 め る場 合 (前 項 の規 定 に よ り第 2項 第

2号 に該 当す る場合 とみな され る場合 を除 く。)が この契約及 び取 引上 の

社 会 通念 に照 ら して受 注者 の責 め に帰す る こ とがで きない事 由に よる も

ので ある ときは、第 1項及び第 2項 の規定は適用 しない。

5 第 1項 第 1号 に該 当 し、発 注者 が損 害 の賠償 を請 求す る場 合 の請 求額

は、請負 代金 額 か ら部 分 引渡 しを受 けた部 分 に相応 す る請負 代金額 を控

除 した額 につ き、遅延 日数 に応 じ、 国 の債 権 の管理 等 に関す る法律施 行

令 (昭 和 31年 政令 第 337号 )第 29条 第 1項 本 文 の規 定 に基 づ き財

務大 臣が定 め る延納利 息の率 を乗 じて計算 した額 とす る。

6 第 2項 の場 合 (第 50条 第 9号 及 び 第 11号 の規 定 に よ り、 この契約

が解 除 され た場合 を除 く。)に おいて、第 4条 の規定 に よ り契約保証金 の

納 付 又 は これ に代 わ る担保 の提 供 が行 われ て い る ときは、発 注者 は、 当

該契約保証金又 は担保 をもって同項 の違約金 に充 当す ることがで きる。

(受 注者 の損害賠償請求等 )

第 58条  受 注者 は、発 注者 が次 の各 号 のいず れ か に該 当す る場合 は これ
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に よって生 じた損 害 の賠償 を請 求す る こ とが で き る。 ただ し、 当該 各号

に定 め る場合 が この契約及 び取 引上 の社会 通念 に照 ら して発 注者 の責 め

に帰す るこ とがで きない事 由に よるものであ る ときは、 この限 りでない。

(1)第 53条 及び第 54条 の規 定 によ りこの契約 が解 除 され た とき。

(2)前 号 に掲 げ る場合 の ほか 、債務 の本 旨に従 った履 行 を しない とき、

又 は債務 の履行 が不能で あ る とき。

2 第 34条 第 2項 (第 41条 において準用す る場合 を含 む。)の 規 定 に よ

る請 負 代 金 の支払 が遅 れ た場合 にお い て は、受 注者 は 、未受領 金額 につ

き、遅延 日数 に応 じ、政府 契約 の支払 遅延 防止 等 に関す る法律 第 8条 第

1項 の規 定 に基 づ き財 務 大 臣の定 め る政府 契約 の支払 遅延 に対す る遅延

利 息 の率 を乗 じて計算 した額 の遅延利 息 の支 払 を発 注者 に請 求す る こ と

がで きる。

(契 約不適合責任期 間等 )

第 59条  発 注者 は、 引 き渡 され た 工事 目的物 に関 し、第 33条 第 4項 又

は第 5項 (第 41条 において これ らの規 定 を準用す る場合 を含 む。)の 規

定 に よる引渡 し (以 下 この条 において単 に 「引渡 し」 とい う。)を 受 けた

日か ら 2年以 内でな けれ ば、契約不適合 を理 由 とした履行 の追完 の請求、

損 害賠償 の請 求 、代金 の減 額 の請 求又 は契約 の解 除 (以 下 この条 にお い

て 「請求等」 とい う。)を す るこ とができない。

2 前 項 の規 定 にかかわ らず 、設備機器 本 体等 の契約 不適合 につ い て は、

引渡 しの時、発注者 が検査 して直 ちにその履行 の追完 を請求 しなけれ ば、

受 注者 は、そ の責任 を負 わ ない。 た だ し、 当該検 査 にお いて一般 的 な注

意 の下 で発 見 で きなか った契約 不適合 につ い て は、 引渡 しを受 けた 日か

ら 1年 が経過す る 日まで請求等 をす ることがで きる。

3 前 2項 の請 求等 は、具体 的 な契約 不適 合 の 内容 、請 求す る損 害額 の算

定 の根拠 等 当該請 求等 の根 拠 を示 して 、受 注者 の契約 不適 合 責任 を問 う

意思 を明確 に告 げるこ とで行 う。

4 発 注者 が第 1項 又 は第 2項 に規 定す る契約 不適合 に係 る請 求等 が可能

な期 間 (以 下 この項及び第 7項 において 「契約不適合責任期 間」とい う。)

の うちに契約 不適合 を知 り、そ の 旨を受 注者 に通知 した場 合 にお いて 、

発 注者 が通知 か ら 1年 が経過 す る 日まで に前項 に規 定す る方 法 に よ る請
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求 等 を した ときは、契約 不適合 責任 期 間の うちに請 求等 を した もの とみ

なす。

5 発 注者 は、第 1項 又 は第 2項 の請 求 等 を行 った ときは、 当該 請 求等 の

根拠 とな る契約 不適 合 に関 し、民法 の消滅 時効 の範 囲 で、 当該 請 求等 以

外 に必要 と認 め られ る請求等 をす ることがで きる。

6 前 各項 の規 定 は、契約 不適 合 が受 注者 の故 意 又 は重過 失 に よ り生 じた

もので あ る ときには適 用せ ず 、契約 不適合 に関す る受 注者 の責任 につ い

ては、民法の定 める ところに よる。

7 民法第 637条 第 1項 の規 定 は、契 約 不適 合 責任 期 間 につ いて は適 用

しない。

8 発 注者 は、工事 目的物 の 引渡 しの際 に契約 不適合 が あ る こ とを知 った

ときは、第 1項 の規 定 にか か わ らず 、そ の 旨を直 ち受 注者 に通 知 しな け

れ ば、 当該 契約 不適 合 に関す る請 求等 をす る こ とはで きない。 た だ し、

受 注者 がそ の契約 不適合 が あ る こ とを知 ってい た ときは、 この限 りで な

い 。

9 この契約 が 、住 宅 の品質確保 の促進 等 に関す る法律 (平 成 11年 法律

第 81号 )第 94条 第 1項 に規定す る住宅新築請負契約 で ある場合 には、

工事 目的物 の うち住 宅 の品質確 保 の促 進 等 に関す る法律施行 令 (平 成 1

2年 政令 第 64号 )第 5条 に定 め る部 分 の ]:限疵 (構 造 耐力 又 は雨水 の侵

入 に影響 のない もの を除 く。)に ついて請求等 を行 うこ とので きる期 間は、

10年 とす る。 この場合 において、前各項 の規定は適用 しない。

10 引 き渡 され た工事 目的物 の契約不適合 が支給材料 の性 質又 は発注者若 し

くは監督 官 の指示 に よ り生 じた もので あ る ときは、発 注者 は 当該 契約 不

適 合 を理 由 と して、請 求 等 をす る こ とが で きない。 た だ し、受 注者 がそ

の材 料 又 は指 示 が不適 当で あ る こ とを知 りなが らこれ を通知 しなか った

ときは、 この限 りでない。

(火 災保険等 )

第 60条  受 注者 は、発 注者 が必 要 と認 め る ときは、 工事 目的物及 び 工事

材料 (支 給材 料 を含 む。以 下 この条 にお いて 同 じ。)等 を設計 図書 で定 め

る ところに よ り火 災保 険 、建設 工事保 険そ の他 の保 険 (こ れ に準ず る も

のを含む。以下 この条 において同 じ。)に 付 さなけれ ばな らない。
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2 受 注者 は、前項 の規 定 に よ り保 険契約 を締 結 した ときは、そ の証券又

は これ に代 わ るもの を直 ちに発注者 に提示 しなけれ ばな らない。

3 受 注者 は、工事 目的物及 び 工事材 料 等 を第 1項 の規 定 に よ る保 険以外

の保 険 に付 した ときは、直 ちにそ の 旨を発 注者 に通知 しな けれ ば な らな

い 。

(制 裁金等 の徴収 )

第 61条  受 注者 が、 この契約 に基 づ く制裁 金 、賠償金 、損 害金 又 は違約

金 を発 注者 の指 定す る期 間 内に支払 わ ない ときは、発 注者 は 、そ の支払

わ ない額 に発 注者 の指 定す る期 間 を経 過 した 日か ら請 負代金 の支払 の 日

まで 、国 の債権 の管理 等 に関す る法律 施 行令 第 29条 第 1項 本 文 の規 定

に基 づ き財務 大 臣の定 め る延 納利 息 の率 を乗 じて計 算 した利 息 を付 した

額 と、発 注者 の支払 うべ き請負 代金額 とを相 殺 し、 なお不足 が あ る とき

は追徴す る。

2 前項 の追徴 をす る場合 には、発 注者 は、受 注者 か ら遅延 日数 につ き、

国 の債権 の管理 等 に関す る法律施 行令 第 29条 第 1項 本 文 の規 定 に基 づ

き財 務 大 臣の定 め る延 納利 息 の率 を乗 じて計算 した額 の延 滞金 を徴 収 す

る。

(違 約金 に関す る特約 )

第 62条  受 注者 (共 同企 業 体 にあ って は、そ の構成 員 )が 、次 のいず れ

か に該 当 した ときは、受注者 は、発注者 の請求 に基づ き、請負代金額 (こ

の契約 締 結 後 、請負 代 金額 の変 更 が あった場 合 には、変 更後 の請 負 代金

額 )の 10分 の 1に 相 当す る額 を違約 金 (損 害賠償額 の予 定 )と して発

注者 の指定す る期 間内に支払 わなけれ ばな らない。

(1)こ の契約 に関 し、受 注者 が私 的独 占の禁止 及 び公 正 取 引 の確 保 に関

す る法律 (昭 和 22年 法律 第 54号 。以 下 「独 占禁止法」 とい う。)第

3条 の規 定 に違反 し、又 は受 注者 が構 成事 業者 で あ る事業者 団体 が独

占禁止 法 第 8条 第 1号 の規 定 に違 反 した こ とに よ り、公 正取 引委 員会

が受 注者 に対 し、独 占禁 止 法 第 7条 の 2第 1項 (独 占禁 止 法第 8条 の

3に おいて準用す る場合 を含 む。)の 規 定に基づ く課徴金 の納付命令 (以

下 「納付命令」 とい う。)を 行 い、 当該納付命令 が確 定 した とき (確 定

した 当該 納 付命 令 が独 占禁止 法第 63条 第 2項 の規 定 に よ り取 り消 さ
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れ た場合 を含む。)。

(2)納 付命 令 又 は独 占禁止 法第 7条 若 しくは第 8条 の 2の 規 定 に基 づ く

排 除措 置 命 令 (こ れ らの命 令 が受 注者 又 は受 注者 が構 成 事 業者 で あ る

事業者 団体 (以 下 「受注者等 」 とい う。)に 対 して行 われ た ときは、受

注者 等 に対す る命令 で確 定 した もの をいい 、受 注者 等 に対 して行 われ

て い ない ときは、各名宛 人 に対す る命 令 全 て が確 定 した場 合 にお け る

当該命令 をい う。次号 において 「納付命令又 は排 除措置命令」とい う。)

にお い て 、 この契約 に関 し、独 占禁 止 法第 3条 又 は第 8条 第 1号 の規

定 に違反す る行為 の実行 としての事業活動 があった とされ た とき。

(3)納 付命 令 又 は排 除措 置命 令 に よ り、受 注者 等 に独 占禁止 法第 3条 又

は第 8条 第 1号 の規 定 に違 反 す る行 為 が あ った とされ た期 間及 び 当該

違 反 す る行 為 の対象 とな った取 引分 野 が示 され た場 合 にお いて 、 この

契約 が 、 当該期 間 (こ れ らの命令 に係 る事件 につ い て 、公 正 取 引委 員

会 が受 注者 に対 し納付命 令 を行 い 、 これ が確 定 した ときは、 当該納 付

命 令 にお け る課 徴 金 の計 算 の基礎 で あ る当該 違 反 す る行 為 の実行 期 間

を除 く。)に 入 札 (見 積 書 の提 出 を含 む。)が 行 われ た もので あ り、 か

つ、 当該取 引分野 に該 当す るものであ るとき。

(4)こ の契約 に関 し、受 注者 (法 人 に あつて は、そ の役 員又 は使 用人 を

含 む。)の 刑 法 (明 治 40年 法律第 45号 )第 96条 の 6又 は独 占禁止

法第 89条 第 1項若 しくは第 95条 第 1項第 1号 に規定す る刑 が確 定 し

た とき。

第 63条  受 注者 が前 条 の違 約 金 を発 注者 の指 定す る期 間 内 に支払 わない

ときは、受 注者 は、 当該 期 間 を経過 した 日か ら支払 をす る 日まで の 日数

に応 じ、未納 金額 に対 し、国 の債 権 の管理 等 に関す る法律施 行令 第 29

条第 1項 本 文 の規 定 に基づ き財 務 大 臣の定 め る延 納利 息 の率 を乗 じて計

算 した額 の遅延利 息 を発注者 に支払 わなけれ ばな らない。

(あ っせ ん又 は調停 )

第 64条  この契 約書 の各条項 にお いて発 注者 と受注 者 とが協議 して定 め

る もの につ き協議 が整 わ なか った ときに発 注者 が定 めた もの に受 注者 が

不服 が あ る場合 そ の他 この契約 に関 して発 注者 と受 注者 との間 に紛争 を

生 じた場 合 には、発 注者 及 び受 注者 は、建設 業 法 に よる中央又 は都 道府
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県建設 工事紛争審査会 (以 下 「審査会」 とい う。)の あっせ ん又 は調停 に

よ りその解決 を図 る。

2 前 項 の規 定 にかか わ らず 、現場代理 人 の職 務 の執行 に関す る紛 争 、主

任 技 術者 又 は監理技 術者 若 しくは専 門技術者 そ の他 受 注者 が 工事 を施 工

す るた めに使 用 してい る下請 負 人 、労働 者 等 の工事 の施 工又 は管理 に関

す る紛 争及 び監督 官 の職 務 の執行 に関す る紛 争 につ い て は、第 12条 第

3項 の規 定 に よ り受 注者 が決 定 を行 った後若 しくは 同条第 5項 の規 定 に

よ り発 注者 が決 定 を行 った後 又 は発 注者若 しくは受 注者 が決 定 を行 わず

に同条 第 3項 若 しくは第 5項 の期 間 が経過 した後 で な けれ ば 、発 注者 及

び受注者 は、前項 のあっせ ん又は調停 を請求す ることがで きない。

(仲 裁 )

第 65条  発 注者及 び受 注者 は、そ の一 方又 は双 方 が前 条 の審査会 の あっ

せ ん又 は調 停 に よ り紛 争 を解 決す る見込 み が ない と認 めた ときは、 同条

の規 定 にかか わ らず 、仲裁 合 意 書 に基づ き、審 査会 の仲裁 に付 し、そ の

仲裁判 断 に服す る。

(情 報通信 の技術を利用する方法 )

第 66条 この契約 書 において書面 に よ り行 わな けれ ばな らない こ ととされ

て い る催 告 、請 求 、通知 、報告 、 申出、承諾 、解 除及 び指示 は、建設 業

法 そ の他 の法令 に違 反 しない 限 りにお いて 、電子情 報 処理組織 を使 用す

る方法 そ の他 の情報 通信 の技術 を利 用す る方 法 を用 いて行 うこ とが で き

る。 ただ し、 当該方法 は書面の交付 に準ず るものでなけれ ばな らない。

(補 則 )

(秘密 の特約条項 )

第 67条  設計 図書 に秘密保全 に関す る訓令 (平 成 19年 防衛省訓令 第 36

号 )第 16条 に規定す る秘 に指 定 され た事項若 しくは同訓令第 50条 に規

定す る事項又 は特定秘密 の保護 に関す る法律 (平成 25年 法律第 108号 )

第 3条 第 1項 に規定す る特定秘密 に係 る情報 を含む契約 につ いては、秘密

保全 に関す る訓令及 び特定秘密 の保護 に関す る訓令 (平 成 26年 防衛省訓

令第 64号 )に 従 い適正 な特約条項 を付 し、当該契約 の違約金 については、

建設 工事等 に係 る秘密等 の保全又は保護 の確保 に関す る違約金 条項 の取扱

いについて (防整施 (事 )第 13号 27.10.1)に 基づ き適正 な特約条

項 を付す るもの とす る。
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(解 体工事 に要す る費用等 )

第 68条  建設工事が、建設工事に係 る資材の再資源化等に関する法律 (平成

12年 法律第 104号 )第 9条第 1項に規定する対象建設工事の場合は、 (1)

解体工事に要する費用、 (2)再 資源化等に要す る費用、 (3)分別解体等の方

法、 (4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入 した別

紙第 1、 別紙第 2又 は別紙第 3を添付するものとする。

(住 宅建設瑕疵担保責任保 険 )

第 69条  特定住宅瑕疵担保 責任 の履行 の確保等 に関す る法律 (平成 19年

法律第 66号 )第 2条 第 4項 に規定す る特定住宅瑕疵担保 責任 を履行す る

ため、住宅建設ヨ:限疵担保責任保 険に加入す る場合 は、(1)保 険法人の名称 、

(2)保 険金額 、 (3)保 険期 間についてそれぞれ記入す る。

なお、住宅建設瑕疵担保保証金 の供託 を行 う場合 は、受注者 は、供託所

の所在地及び名称 、共 同請負 の場合 の建設〕:限疵担保割合 を記載 した書面 を

発 注者 に交付 し、説 明 しなけれ ばな らない。

(運 用基準 )

第 70条  条項 の適用 に関 して、建設 工事請負契約条項運用基準 (以 下 「運

用基準」 とい う。)を 別紙第 4の とお り定める。

(発 注者 と受注者 との協議 )

(人 権配慮 の取組 )

第 71条  この契約 にお いて は、受 注者 は 「責任 あ るサ プ ライチ ェー ン等

にお け る人権尊重 のた めのガイ ドライ ン」 (令 和 4年 9月 13日 ビジネス

と人権 に関す る行 動 計画 の実施 に係 る関係府 省 庁施 策推 進・ 連 絡 会議 決

定 )を 踏 まえて人権尊重 に取 り組む よ う努 め るもの とす る。

第 72条  この契約 書 に定 めのない事項 につ い て は、必要 に応 じて発 注者

と受注者 とが協議 して定 める。
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別紙第 1

建設工事に係 る資材 の再資源化等に関す る法律第 13条 に基づ く契約書記載事項

工事名

1.解体工事に要する費用 (直接工事費 )
(注 )・ 解体工事の場合のみ記載する。

円 (税抜 き )

・解体工事に伴 う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴 う荷下ろし 。積込み費用は含まない。

2.再資源化等に要する費用 (直接工事費 ) 円 (税抜き)

(注 )・ 運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴 う運搬費は含まない。

3.分別解体等の方法

※ 「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

1

工

工
程
ご

と

の
作
業
内

容

及
び
解
体
方

法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法 (※ )

①建築設備・

内装材等

建築設備・内装材等の取 り外 し

□有   □無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由 (     )

②屋根ふき材 屋根ふき材の取 り外 し

□有   □無
□手作業
□手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由 (     )

③外装材・

上部構造部分
外装材 。上部構造部分の取 り壊 し

□有   □無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

④基礎・

基礎ぐい
基礎・基礎 ぐいの取 り壊 し

□有   □無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤その他
( )

その他の取 り壊 し
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
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別紙第 2

建設工事に係 る資材の再資源化等に関す る法律第 13条 に基づ く契約書記載事項

工事名

1.解体工事に要する費用 (直接工事費 ) 該当無 し

2.再資源化等に要する費用 (直接工事費 )
(注 )。 運搬費を含む。

円 (税抜 き )

・工事現場内における仮置き等に伴 う運搬費は含まない。

3.分別解体等の方法

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

1 1

| る 工事 :。 増築 。修繕・模様替 )

工

程

と
の

作
業
内

容
及
び

解
体
方

法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法 (※ )

①造成等 造成等の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

②基礎・

基礎ぐい
基礎・基礎 ぐいの工事

□有   □無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

③上部構造部分・

外装

上部構造部分・外装の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

④屋根 屋根の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤建築設備・

内装等

建築設備 。内装等の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑥その他
( )

その他の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
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別紙第 3

建設工事に係 る資材の再資源化等に関す る法律第 13条 に基づ く契約書記載事項

工事名

1.解体工事に要する費用 (直接工事費 ) 円 (税抜 き )

(注 )・ 解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴 う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴 う荷下ろし・積込み費用は含まない。

2.再資源化等に要する費用 (直接工事費 )
(注 )。 運搬費を含む。

円 (税抜き )

・工事現場内における仮置き等に伴 う運搬費は含まない。

3.分別解体等の方法

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

4.再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

の にの 工 は 工 工事

工
程
ご
と

の
作
業
内

容

及
び
解
体
方

法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法 (※ )

①仮設 仮設工事
□有 □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

②土工 士工事
□有 □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事
□有 □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑥その他
( )

その他の工事
□有   □無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
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別紙第 4

建設 工事請負契約条項運用基準

1 対象工事

この建設 工事請負契約条項運用基準 は、 1件 につ き契約金額 が予算決算

及 び会計令 (昭 和 22年 勅令第 165号 )第 100条 の 2第 1項 に規定す

る金額以上の工事 に適 用す る。

ただ し、それ以外 の工事へ の適用 を妨 げるものではない。

2 条項補則第 68条 関係

(1)補 則第 68条 においては、次 の とお りとす る。

ア  「(1)解 体工事 に要す る費用」 については、分別解体及 び運搬 車ヘ

の積込み に要す る費用 とし、解 体工事 に伴 う仮設 費及び運搬 費並び に

工事現場 内にお ける仮置 き等 に伴 う荷 下 し・積込み費用 は含 まない も

の として、受注者 と当該 工事 の実施 をつ か さどる部署 (以 下 「工事担

当部署」 とい う。)に おいて協議 を了 した直接 工事費 を記入す る。

イ  「(2)再 資源化 等 に要す る費用」 については、特定建設 資材廃棄物

の処分等 に要す る費用及び運搬 に伴 う費用 とし、工事現場 内にお ける

仮置 き等 に伴 う運搬費 は含 まない もの として、受注者 と工事担 当部署

において協議 を了 した直接 工事費 を記入す る。

ウ  「(3)分 別解 体 の方法」 は、受注者 と工事担 当部署 において協議 を

了 した方法 を記入す る。

工  「(4)再 資源化等 をす る施設 の名称及び所在地」 は、受注者 と工事

担 当部署 において協議 を了 した施設名称等 を記入す ることとし、特定

建設 資材廃棄物 の種類 に よ り受入先 が異 な る場合等 は複数記入す る。

(2)別 紙第 1、 別紙第 2及 び別紙第 3の いずれか を当該請負契約書 に添付

す るこ ととされてい るので、遺漏 のない よ う措置す るこ と。

なお、細部 については次 の各号の とお りとす る。

ア 当該 工事 の契約事務 をつ か さどる部署 (以 下 「契約担 当部署」 とい

う。)は 、落札者 が決 定 した ときには直 ちに落札者 に対 し契約 関係 書

類 を交付す る とともに、期 限まで に契約 関係書類 を工事担 当部署 に提

出 し、協議 を了 しなけれ ばな らない ことを説 明す ること。

イ エ事担 当部署 は、アの書面の提 出を受 けた ときは、期 限まで にその
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記載 内容 が適切 で あることを確認 し、工事担 当部署 の長 までの決裁 を

受 けて、契約担 当部署 に報告す ることとし、 この報告 に基づ き契約担

当部署 は契約書 を作成す るもの とす る。

(3)受 注者 が共 同企業体 の場合 においては、受注者 の住所 、会社名 及び代

表者氏名 の欄 には、共 同企業体の名称並び に共 同企業体 の代表者及びそ

の他 の構成員の住所 、会社名及び代表者氏名 を記入 し、押 印す るもの と

す る。

3 条項 に係 る追加事項

設 計・ 施 エー括発 注方式 (設 計・施 エー括発 注方式 について (防整施第

6942号 28.3.31)別 紙 の第 2項 第 1号 に規定す る設計・施エー

括発 注方式 をい う。)又 は標 準図活用発 注方式 (標 準図等活用発 注要領 に

つ いて (防 整技第 7180号 28.3.31)に 規定す る発注方式 をい う。)

に よ り発 注 した工事 について、建築士法 (昭 和 25年 法律第 202号 )上 、

建築士の資格 を必要 とす る設計業務 に係 る設計業者 が確定 した際、次 の手

続 に よ り、速や かに契約変更の手続 を行 うもの とす る。

(1)建 築士法第 22条 の 3の 3に 関す る手続

ア 契約担 当部署 は、設計業者 が確 定 した ときには直 ちに落札者等 に対

し契約 関係書類 を交付す る とともに、期 限まで に建築士法第 22条 の

3の 3に 定める内容 につ いて、工事担 当部署 との協議 を了 しなけれ ば

な らない こ と及 び付紙 には協議 を了 した内容 を記載 しなけれ ばな らな

い ことを説 明す る。

イ エ事担 当部署 は、建築士法第 24条 の 7第 1項 に基づ く説 明 を受 け

る際、落札者等 に付紙 の提 出を求 める。

ウ エ事担 当部署 は、付紙 の提 出を受 けた ときは、期 限までにそ の記載

内容 が適切 であ ることを確認 し、工事担 当部署 の長 までの決裁 を受 け

て、契約担 当部署 に報告す る。

工 契約担 当部署 は、ウの報告 を受 けた ときは、補則第 69条 の次 に「建

築士法第 22条 の 3の 3に 定 め る記載事項  別紙 の とお り」 を加 え、

契約書 に付紙 を添付す る旨契約書 に記載 した内容 の変更 を行 うもの と

す る。

4 第 1条 関係 (総則 )

(1)第 3項 において、仮設 、施 工方法等 につ いてその責任 の所在 を明 らか
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にす るた め、設計 図書 (図 面、仕様 書 、現場説 明書及 び質 問回答 書 をい

う。)に 特別 の定 めがあ る場合 を除 き、受注者 の責任 において定 め るこ

ととしてい るので、設計 図書 にお ける特別 の定 めにつ いては、その必要

性 を十分検討 し、必要最小 限度 の もの とす る。

(2)第 12項 において、受注者 が共 同企業体 の場合 には、契約担 当官等 (防

衛省所管契約事務取扱細則 (平 成 18年 防衛庁訓令第 108号 )第 2条

に規 定す る契約担 当官等 をい う。 以 下 同 じ。)と 受注者 との間では全 て

の行為 は共 同企業体 の代表者 を通 じて行 うこ ととされ てい るので、遺漏

のない よ う措置す ること。

(3)秘 密 を要す る調達 に係 る契約 にお いては、「受注者 は、特約 条項 の定

め る ところに よ り、秘密 の保 全 を確 実 に行 わな けれ ばな らない。」 と記

載す るこ と。

5 第 2条 関係 (関 連 工事 の調整 )

関連 工事 にお ける工程等 の調整 は、 この条 にお いて契約担 当官等 の義務

としてい るが、その運用 に当たっては 「工事監督 の実施細 目について (防

整 技第 7165号 28.3.31)」 (以 下 「実施 細 目」 とい う。)の 規 定

に従 い、重要 な もの については総括 主任 工事監督官等が、その他 について

は主任 工事監督官等 が行 うもの とす る。

6 第 3条 関係 (請負代金 内訳書及び工程表 )

(1)受 注者 か ら請負代金 内訳書及 び工程表 を提 出 させ る期 間は、工期、工

事等 の態様 に よ り 14日 とす るこ とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛

酌 の上 、必要 な範 囲内で延長又は短縮 した 日数 を記載 で きるもの とす る。

(2)請 負代金 内訳書 については、契約担 当官等 の承認 を要せず 、契約担 当

官等及び受注者 を拘束す るものではないので、第 26条 の規定 に よる請

負代金額 の変更 、第 31条 の規定 による天災その他不可抗力 に よる損害

の負担 、第 40条 の規定 に よる部分払等 を行 う場合 の額 の確認 に当たっ

ては、工程表 を参考 に して設計書 の内訳書 に よ り行 うもの とす ること。

(3)請 負代金 内訳書 は、前号の確認 を行 うに当た り、参考 まで に受 注者 の

積算 の考 え方 を承知 してお くために提 出 させ るもので あ り、証拠書類 と

して取 り扱 わないので該 当工事 の履行終了後、破棄 して も差 し支 えない。

(4)契 約担 当官等が請負代金 内訳書 を必要 と しない場合 は、請負代金 内訳

書 に関す る部分 を削除 した もの とす る。
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7 第 4条 関係 (契 約 の保証 )

(1)建 設 工事等 に係 る契約 の保証 に関す る取扱 いについて (防 整施第

6945号 28.3.31)の 別紙第 1項第 3号 に該 当す る場合 は、 こ

の条は削除 した もの とす る。

(2)第 4条 の 2を 適用す る工事 は、 1件 につ き予定価格 が国の物 品等又 は

特定役務 の調達手続 の特例 を定め る政令 (昭 和 55年 政令第 300号 )

第 3条 第 1項 に規 定す る財務 大 臣の定 める額以上の工事又 は特段 の事情

がある と認 め られ る工事 とす る。

8 第 5条 関係 (権利義務 の譲渡等 )

第 3項 を使用 しない場合 は、同項及び第 4項 を削除す る。

9 第 7条 関係 (下請負 人 )
「その他必要な事項」 とは、下請負人 の住所 、施 工部分 の内容 、 当該 工

事現場 の担 当責任者 の名称等 を含む ものである。

10 第 9条 関係 (監 督官 )

(1)第 3項 にい う「 2名 以上 の監督官 を定め、前項 の権 限 を分担 させ た と

き」 とは、実施細 目第 4条 に規定す る同一 の監督業務 につ いて 2名 以上

の監督官 を任命 して権 限 を分担 させ た場合 をいい、 この場合 には、それ

ぞれ の職務 内容 を監督官 に明示す るこ と。

(2)第 4項 は、第 1条 第 5項 の特則 を規 定 した ものではな く、契約 書では

な く設計図書 にお いて権 限が創設 され る監督官 の指示又 は承諾 について

原則 として、書面 に よるこ とを定めた ものである。

11 第 10条 関係 (現 場代理人及び主任技術者等 )

(1)建 設業法 (昭 和 24年 法律第 100号 )第 26条 第 3項 の工事 に該 当

しない場合 、第 1項第 2号 中 「専任 の」 を削除す る。

(2) 「常駐」 とは、 当該 工事 のみ を担 当 してい ること (専任 )だ けで な く、

さらに作業期 間 中、特別 の理 由が ある場合 を除 き常 に工事現場 に滞在 し

てい るこ とを意 味す るものである。

(3) 「運営 、取締 り」 とは、請負契約 に基づ く工事 の施 工 に関 し、受注者

において行 う工事現場 に関す る全 ての管理行為 を指す もので ある。 した

が って、工事 の施 工上必要 とされ る労務管理 、工程 管理 、安全管理その

他 の管理 のほか、工事現場 の風紀 の維持等 もこれ に含 まれ る。

(4)第 3項 について、次 のいずれ かに該 当す る場 には、同項 の 「現場代理
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12

13

(1)

(2)

14

15

16

(1)

人 の工事現場 にお ける運営、取締 り及び権 限の行使 に支障」がない もの

として取 り扱 うこ と。

ア 契約締結後 、現場事務所 の設置 、資機材 の搬入 又は仮設 工事等が開

始 され るまでの期 間

イ 第 21条 第 1項又 は第 2項 の規定 によ り、工事 の全部 の施 工 を一時

中止 してい る期 間

ウ 橋 梁 、 ポ ンプ、 ゲー ト、エ レベ ー ター 、発 電機 ・配 電盤 等 の等 の

電機 品等 の工場 製 作 を含 む 工事全般 につ い て、工場製 作 のみ が行 わ

れ てい る期 間

エ  アか らウまでに掲 げ る期 間のほか、工事現場 において作業等 が行 わ

れ ていない期 間

第 11条 関係 (履 行報告 )

契約 の履行 についての報告 とは、過去 の履行状況 についての報告だ け

でな く、施 工計画書 、実施 工程表等 の履行計画 につ いての報告 も含む も

のである。

第 13条 関係 (工 事材料 の品質及 び検査等 )

第 3項 の 日数 について は、検査 の態様 、施 工条件等 に よ り 7日 とす る

ことが妥 当でない場合 は、当該事情 を掛酌 の上、必要 な範 囲内で延長又

は短縮 した 日数 を記載で きるもの とす る。

第 5項 の 日数 については、工事材料 の態様 、施 工条件等 に よ り 7日 と

す ることが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌 の上、必要 な範 囲内で延

長 又は短縮 した 日数 を記載 できるもの とす る。

第 14条 関係 (監 督官 の立会い及び工事記録 の整備 等 )

第 4項及 び第 5項前段 の 日数 につ いては、立会 い又は見本検査 の態様 、

施 工条件等 によ り 7日 とす ることが妥 当でない場合 は、当該事情 を掛酌

の上、必要 な範 囲内で延長又 は短縮 した 日数 を記載 で きるもの とす る。

第 15条 関係 (支 給材料及び貸与 品 )

第 1項 の貸与品の 「性能」 については、使用時間又 は使用 日数及び最

終定期調整 後の使用時間又 は使用 日数 を設 計図書 に明示す るこ と。

第 17条 関係 (工 事用地 の確保等 )

第 1項 は、契約担 当官等 の工事用地 の確保義務 を規定 した ものであ る

が、「受注者 が工事 の施 工上必要 とす る 日」 とは、受注者 の工事 の進捗
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17

(1)
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状況 を勘案 して現実 に受注者 が工事 を施 工す るために用地 を必要 とす る

日をい う。

(2)第 3項 の 「撤去」 には、支給材料又 は貸 与 品を契約担 当官等 に返還す

るこ とが含 まれ る。

(3)第 4項 の 「処分」 には、支給材料又 は貸 与品 を回収す るこ とが含 まれ

る。

第 21条 関係 (工 事 の 中止 )

第 1項 において、工事用地等の確保 ができないため工事の全部 又は一

部 の施 工 を中止 させ なけれ ばな らない場合 とは、現実 に受注者 が工事 を

施 工で きない と認 め られ る とき とす る。

第 3項 の 「増加 費用」 とは、 中止期 間中、工事現場 を維持 し、又は工

事 の続行 に備 えるた め労働者 、機械器 具等 を保持 るた め必要 とされ る費

用 、中止 に伴い不用 となった労働者 、機械器 具等 の配置転換 に要す る費

用 、工事 を再 開す るために労働者 、機械器具等 を工事現場 に搬入す る費

用等 をい う。

第 25条 関係 (工 期の変更方法 )

第 1項 の 「工期 の変更」 とは、第 15条 第 7項 、第 16条 第 4項 、第

18条 第 1項 、第 19条 第 5項 、第 20条 、第 21条 第 3項 、第 23条

第 1項 、第 24条 第 1項 及び第 46条 第 2項 の規定 に基づ くものをい う。

第 1項 の 日数 について は、工期、工事 の態様等 に よ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌 の上、必要 な範 囲内で延長又 は

短縮 した 日数 を記載 で きるものである。

第 2項 の 「工期 の変更事 由が生 じた 日」 とは、第 15条 第 7項 におい

ては、支給材料等 に代 えて他 の支給材料等 を引き渡 した 日、支給材料等

の品名等 を変更 した 日又 は支給材料等 の使用 を請求 した 日、第 16条 第

4項 においては、寄託機械機器 に代 えて他 の寄託機械機器 を引き渡 した

日又は寄託機械機器 の品名等 を変更 した 日、第 18条 第 1項 においては、

監督官 が改造 の請求 を行 った 日、第 19条 第 5項 においては、設 計図書

の訂正又は変更が行 われ た 日、第 20条 においては、設計 図書の変更が

行 われた 日、第 21条 第 3項 においては、契約担 当官等 が工事 の施工の

一時 中止 を通知 した 日、第 46条 第 2項 においては、受 注者 が工事の施

工の一時 中止 を通知 した 日とす る。
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第 26条 関係 (請負代金額 の変更方法等 )

第 1項 の 「請負代金額 の変更」 とは、第 15条 第 7項 、第 16条 第 4

項 、第 18条 第 1項 、第 19条 第 5項 、第 20条 、第 21条 第 3項 、第

23条 第 2項 、第 24条 第 2項 及 び第 46条 第 2項 の規 定 に基づ くもの

をい う。

第 1項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 に よ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌の上、必要 な範 囲内で延長又 は

短縮 した 日数 を記載 で きるものであ る。

第 2項 の 「請負代金額 の変更事 由が生 じた 日」 とは、第 15条 第 7項

においては、支給材料等 に代 えて他 の支給材料等 を引 き渡 した 日、支給

材料等 の品名等 を変更 した 日又 は支給材料等 の使用 を請求 した 日、第

16条 第 4項 にお いては、寄託機械機器 に代 えて他 の寄託機械機器 を引

き渡 した 日又 は寄託機械機器 の品名 等 を変更 した 日、第 18条 第 1項 に

おいては、監督官が改造 の請求 を行 った 日、第 19条 第 5項 においては、

設計図書 の訂正又 は変更が行 われ た 日、第 20条 においては、設 計図書

の変更が行 われ た 日、第 21条 第 3項 においては、契約担 当官等 が工事

の施 工の一時 中止 を通知 した 日、第 23条 第 2項 においては、受 注者 が

同条第 1項 の請求 を行 った 日、第 24条 第 2項 においては、契約担 当官

等 が同条第 1項 の請求 を行 った 日、第 46条 第 2項 においては、受注者

が工事 の施 工の一時 中止 を通知 した 日とす る。

第 3項 の「受注者 が増加 費用 を必要 とした場合又 は損害 を受 けた場合」

とは、第 15条 第 7項 、第 16条 第 4項 、第 18条 第 1項 、第 19条 第

5項 、第 20条 、第 21条 第 3項 、第 23条 第 2項 、第 24条 第 2項 及

び第 46条 第 2項 の規定 に基づ くもの をい う。

第 27条 関係 (賃 金又 は物価 の変動 に基づ く請負代金額 の変更 )

第 1項 の請求 は、残 工事 の工期 が 2月 以上 ある場合 に行 うことがで き

るもの とす る。

第 2項 の 「変動前残 工事代金額」 の算定の基礎 とな る 「当該請 求時の

出来形部分」の確認 については、第 1項 の請求があった 日か ら起算 して、

14日 以 内で契約担 当官等 が受注者 と協議 して定 める 日において、主任

監督官等 に確認 させ るもの とす る。 この場合 において、受注者 の責 めに

よ り遅延 してい る と認 め られ る工事量 は、 当該請求時の出来形部分 に含
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めるもの とす る。

第 3項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 によ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、当該事情 を掛酌 の上、十分 な協議 が行 える範 囲

で延長 又は短縮 した 日数 を記載 できるものであ る。

第 4項 に規定す る再 ス ライ ドを行 う場合 は、第 1号 か ら前号までを準

用す ること。

契約担 当官等 は、現場説 明書 に よ り第 1号及び第 2号 の事項 を了知 さ

せ ること。

第 5項 の 「特別 な要因」 とは、主要 な建設 資材 の価格 を著 しく変動 さ

せ るおそれ のある原 油価格 の引き上 げの よ うな特別 な要因をい う。

第 7項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 によ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌 の上、十分 な協議 が行 える範 囲

で延長 又は短縮 した 日数 を記載 で きるもの とす る。

前各号 に定め るもののほか、 この条の適用 に当たっての細部事項 につ

いては、整備計画局施設技術管理官 が定 める。

第 31条 関係 (不 可抗 力 に よる損害 )

第 4項 の 「請負代金額」 とは、損害 を負担す る時点 にお ける請負代金

額 をい う。

1回 の損害額 が 当初 の請負代金額 の 5/1000の 額 (こ の額 が 20

万 円を超 える ときは 20万 円)に 満 たない場合 は、第 4項 の 「当該損害

の額」 は 0と して取扱 うこと。

第 4項 の 「当該損 害の取片付 けに要す る費用」 とは、第 2項 に よ り確

認 され た損害の取片付 けに直接必要 とす る費用 をい う。

契約担 当官等 は、現場説 明書 に よ り第 1号 及び第 2号 の事項 を了知 さ

せ ること。

第 32条 関係 (請 負代金額 の変更 に代 える設計 図書 の変更 )

第 1項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 に よ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌 の上、十分 な協議 が行 える範 囲

で延長 又は短縮 した 日数 を記載 できるもの とす る。

第 37条 関係 (前 金払 )

第 3項 にお ける中間前金払 の対象 となる範 囲、害1合 及び条件 について

は、次の とお りとす る。

(4)

/で ヽ
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(6)

(7)

(8)
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24
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ア 中間前金払 の範 囲は、 1件 の請負代金額 が 1, 000万 円以上で あ

って、かつ、工期 が 150日 以上の工事 とす る。

イ 中間前金払 の割合 は、請負代金額 の 10分 の 2以 内 とす る。ただ し、

中間前払金 を支 出 した後 の前払金 の合計額 が請負代金額 の 10分 の 6

を超 えてはな らない もの とす る。

ウ 中間前金払 の条件 は、工期 の 2分 の 1を 経過 し、かつ、おおむね工

程表 に よ りその時期 までに実施すべ き工事 が行 われ、その進捗額 が請

負代金額 の 2分 の 1以 上であることとす る。

第 4項 にお ける中間前金払 の認 定については、次 の とお りとす る。

ア 契約担 当官等又 は契約担 当官等 が指定す る者 (以 下 「認 定者 」 とい

う。)は 、受注者 か ら、中間前金払 に係 る認 定の請求 があった ときは、

前号 ウに掲 げ る条件 を満 た してい るか否 かの確認 を実施す る。

イ 認 定者 は、アの確認 の結果が妥 当であ る と認 定 した ときは、認 定調

書 を 2部 作成 し、 1部 を受注者 に交付 し、 1部 を受注者 の提 出す る請

求書 に添 えるもの とす る。

ウ 認 定者 は、第 11条 (履 行報告 )の 規定 に基づ く報告 を もって認 定

す ることがで きる。

工 認 定者 は、請求 のあった 日の翌 日か ら起算 して 7日 以内には、認 定

を行 うもの とす る。

契約担 当官等 は、請負代金額 の一部 を工期 中途 において支 出す る必要

がある場合 で、これ を中間前金払又は部分払 のいずれ かの選択 について、

現場説 明書等 において了知す るこ ととす る。

契約 に当た り、部分払 を選択 した工事 にあって は、第 3項 及び第 4項

を削除す ることとし、中間前金払 を行 わない こととす る。

第 38条 関係 (保 証契約 の変更 )

第 2項 において、前払金超過額 を返還す る場合 にお ける前払金 の保証

契約 の変更 は、その超過額 を返還 した後 に行 うもの とし、その変更後 の

保証金額 は、減額後 の前払金額 を下 らない額 とす る。

第 40条 関係 (部 分払 )

第 6項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 によ り 10日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、当該事情 を掛酌 の上、 14日 未満 で、かつ、必

要 な範 囲で延長 又は短縮 した 日数 を記載 で きるものであ る。
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契約 に当た り、 中間前金払 を選択 した工事 にあっては、部分払 を行 わ

ない こ ととす る。

第 41条 関係 (部 分引渡 し)

第 2項 の 日数 については、工期 、工事 の態様等 によ り 14日 とす るこ

とが妥 当でない場合 は、 当該事情 を掛酌 の上 、十分 な協議 が行 える範 囲

で延長又 は短縮 した 日数 を記載 できるもので ある。

第 42条 関係 (国 債 に係 る契約 の特則 )

契約担 当官等は、現場説 明書等 に よ り次 の事項 を了知 させ ること。

ア 各会計年 度 にお け る請負代金 の支払 の限度額 (〇 年度約 〇 %以 内 と

割合 で明示す るこ と。 )

イ 各会計年度 にお ける請負代金 の支払 の限度額及 び 出来高予定額 は、

受注者決 定後契約書 を作成す るまで に落札者 に通知す ること。

支払 限度額 の決 定 は、各工事 ご とに各会計年度 の予想 出来高 を算 出の

上、年割 り額 を超 えない よ う調整 し決定す ること。

支払 限度額及 び出来高予定額 は、契約会計年度 の翌会計年度以 降に国

債 の減額 が あった場合及 び次号のただ し書 きの場合 を除 き、原則 として

変更 しない もの とす る。

各工事 ご とに各会計年度 の所定の前金払及び部分払 を行 った結果 、そ

の支払額 の合計 が各会計年度 の支払 限度額 に達 しない場合 は、全 て繰越

手続 きを行 うもの とす る。 ただ し、 1事 項 にお ける各 工事 の支払 限度額

を変更す ることに よって、 1事 項 の支払 限度額 に達す る場合 は、部分払

を行 う前 に各工事 の支払 限度額 を変更 して、繰越 を避 けて も差 し支 えな

い。 この場合 、出来高予定額 も支払 限度額 に対応す るよ う変更す るもの

とす る。

第 43条 関係 (国 債 に係 る契約 の前金払 の特則 )

契約担 当官等 は、現場説 明書等 に よ り次 の事項 を了知 させ ること。

ア 前金払 の支払条件

イ 契約会計年度 の翌会計年度 に前払金 の請求 をす る場合 は、翌会計年

度 の予算 が成 立 し予算 の執行 が可能 とな る時期以前 においては請求す

るこ とがで きない こと。

契約会計年度 に前金払 の一部 を、翌会計年度 にその残額 を支払 う場合

は、第 42条 第 3項 の (   )書 は契約会計年度 の支払金額 を記入す

(2)

(3)

(4)
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ること。

国債 に係 る中間前金払 の条件 につ いては、 23第 37条 関係第 1号 ウ

中 「工期 の 2分 の 1」 とあるのは 「各会計年度 の工事実施期 間の 2分 の

1」 と、「請負代金額 の 2分 の 1」 とあるのは 「各会計年 度 の出来 高予

定額 の 2分 の 1」 と読み替 えて これ らの規 定 を準用す る。

第 44条 関係 (国 債 に係 る契約 の部分払 の特則 )

契約担 当官等 は、現場説 明書等 によ り各会計年度 にお ける部分払 の回

数 を了知 させ るこ と。

中間前金払 を選択 した工事 において、請負代金相 当額 が各会計年度 の

出来高予定額 (最 終年度 に係 るもの を除 く。)を 超 えた場合 (第 41条

に規定す る指定部分 の工事 にあっては、当該 出来高予定額 に達 した場合 )

に限 り、部分払 を行 うこ とがで きる。

第 42条 か ら第 44条 関係

契約 が国債 に基づ かない場合 は、 この条は削除す る。

第 47条 関係 (契 約不適合責任 )

第 4条 を適 用す る工事 につ いて は、第 47条 第 1項 を、第 4条 の 2

を適用す る工事 につ いては、第 47条 の 2第 1項 を適 用す るもの とし、

不要 な条項 は削除す る。

第 49条 関係 (発 注者 の催告 に よる解 除権 )

第 4条 の規 定 を適用す る場合 、第 1項 第 5号 中の 「又 は第 47条 の

2第 1項 」 を削除 し、第 4条 の 2の 規 定 を適 用す る場合 は、 同項 同号

中の 「第 47条 第 1項又 は」 を削除す る。

第 5条 第 3項 を使 用 しない場合 は、第 1号 を削除す る。

第 50条 関係 (発 注者 の催告 に よ らない解 除権 )

第 5条 第 3項 を使用 しない場合 は、第 2号 を削除す る。

第 52条 関係 (公 共工事履行保証証券 に よる保証 の請求 )

第 4条 の規定 を適用す る場合、第 1項 中の 「の 2」 を削除す る。

第 56条 関係 (解 除 に伴 う措置 )

第 6項 の 「撤 去 」 には、支給材 料 又は貸 与 品 を契約担 当官等 に返還

す るこ とが含 まれ る。

第 7項 の 「処分 」 には、支給材 料 又 は貸 与 品 を回収 す る こ とが含 ま

れ る。
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第 57条 関係 (発 注者 の損害賠償請求等 )

検査期 間は遅延 日数 に算入 しない こ と。

工期 内 に工事 が完成 し、検 査 の結 果不合格 の場合 には、完成 した 日

か ら契約 書記載 の工事 完 了 の 日まで の 日数 は、修 補 日数 か ら差 し引い

て遅延 日数 を算定す るこ と。

第 59条 関係 (契 約不適合責任期 間等 )

第 1項 にお け る契約 不適 合 責任 期 間 の存続 期 間 につ い て は、建設 工

事 ごとに定 めるもの とし、原則 として 2年 とす る。

ただ し、設備機器本体等 の当該期 間は 1年 とす る。

第 64条 関係 (あ っせ ん又 は調停 )

建設 工事紛争 審 査会 は、原 則 と して受 注者 の建設 業 の許 可 区分 に よ

り、国土交通 大 臣許 可 の場合 は 中央建設 工事紛 争審 査会 と し、都 道府

県知事許 可 の場合 は 当該都 道 府 県建設 工事紛 争 審査 会 と して記 入す る

こ と。

一般 競争 に付 した工事 の請 負契約 にお いて は、第 1項 の審 査会 は 中

央建設 工事紛争審査会 とす る。
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